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令和４年度決算に係る主要な施策の成果の説明 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２３３条第５項の規定により、令和４年度相楽郡広域事務組合の「決算に係る

会計年度における主要な施策の成果を説明する書類」を、次のとおり提出する。 

 

    令和５年１１月２７日提出 

                                         相楽広域行政組合 

                                   代表理事 杉浦 正省 

 

１  決算の総括 

  令和４年度相楽郡広域事務組合一般会計及び令和４年度相楽地区ふるさ

と市町村圏振興事業特別会計の決算総括は、第１表のとおりである。 

   

第１表 決算総括の状況                  （単位：円、％） 

区       分  令和４年度  令和３年度  増 減 額 増  減 率 

歳 入 決 算 額 

Ａ 

一般会計 255,947,035 259,578,659 △3,631,624 △1.4 

特別会計 754,587,457 32,258,498 722,328,959 2,239.2 

合  計 1,010,534,492 291,837,157 718,697,335 246.3 

歳 出 決 算 額 

Ｂ  

一般会計 250,498,290 254,972,098 △4,473,808 △1.8 

特別会計 733,328,280 27,540,393 705,787,887 2,562.7 

合  計 983,826,570 282,512,491 701,314,079 248.2 

歳入歳出差引額  

Ｃ 

一般会計 5,448,745 4.606,561 842,184 18.3 

特別会計 21,259,177 4,718,105 16,541,072 350.6 

合  計 26,707,922 9,324,666 17,383,256 186.4 

翌年度へ繰り越すべき財源       Ｄ 0 0 0 0.0 

実  質   収  支   額         Ｅ 

（Ｃ－Ｄ）  
26,707,922 9,324,666 17,383,256 186.4 

前 年 度 実 質 収 支  額       Ｆ  9,324,666 14,050,383 △4,725,717 △33.6 

単  年  度   収  支   額       Ｇ 

（Ｅ－Ｆ）  
17,383,256 △4,725,717 22,108,973 △467.8 

 

一般会計では、歳入総額 255,947,035 円に対し、歳出総額 250,498,290 円

となり、歳入歳出差引額並びに実質収支額は 5,448,745 円で黒字決算となっ

た。 

一般会計決算総額の前年度との比較では、歳入が 3,631,624 円 1.4％の減

少、歳出が 4,473,808 円 1.8％の減少であり、詳細は後述するが、保健衛生

費の減少をはじめ、し尿収集運搬経費の減少が主な要因である。 
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また、特別会計にあっても、歳入総額 754,587,457 円に対し、歳出総額

733,328,280 円となり、歳入歳出差引額並びに実質収支額は 21,259,177 円

で、両会計とも黒字決算で終えることができた。 

特 別 会 計 決 算 総 額 の 前 年 度 と の 比 較 で は 、 歳 入 が 722,328,959 円

2,239.2％の増加、歳出が 705,787,887 円 2,562.7％の増加であり、ふるさ

と市町村圏振興事業の廃止に伴うふるさと市町村圏振興事業経費の大幅な

増加をはじめ、休日応急診療所運営経費の増加がその要因である。 

 

２  一般会計の概要 

(1)  歳入の概要 

  一般会計歳入決算の款別の内訳と前年度との比較は、第２表のとおりであ

る。なお、主要な項目における詳しい内訳などは、７ページに記載している。 

 

第２表 一般会計歳入決算の状況（款別）              （単位：円、％） 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比

分担金及び負担金 231,130,864 90.3 225,450,500 86.9 5,680,364 2.5

使用料及び手数料 16,805,310 6.6 17,225,060 6.6 △ 419,750 △ 2.4

府 支 出 金 3,402,000 1.3 3,303,000 1.3 99,000 3.0

繰 越 金 4,606,561 1.8 13,574,936 5.2 △ 8,968,375 △ 66.1

諸 収 入 2,300 0.0 25,163 0.0 △ 22,863 △ 90.9

歳 入 合 計 255,947,035 100.0 259,578,659 100.0 △ 3,631,624 △ 1.4

増減率区　　　分
令和４年度 令和３年度

増 減 額

 

歳 入 総 額 は 255,947,035 円 で 、 主 要 な も の は 、 分 担 金 及 び 負 担 金

231,130,864 円(構成比 90.3％) 、使用料及び手数料 16,805,310 円（同 6.6％）、

繰越金 4,606,561（同 1.8％）、府支出金 3,402,000 円（同 1.3％）の順であ

る。 

これらの前年度との比較における要因は、まず分担金及び負担金は、うち

分担金で、大谷処理場（現：そうらく衛生センター）運転維持管理業務委託

料の増加や令和５年度からのそうらく衛生センター運転維持管理業務を複

数年の長期包括的運営委託とすることに伴う見積精査業務委託料の増加な

どに伴い、し尿処理分担金で前年度より 11,500,000 円増加したことなどに

より、分担金全体で 7,391,212 円増加した。 

一方、し尿の収集運搬にかかる負担金は、し尿処理搬入量の減少に伴い

1,710,848 円 減 少 し た も の の 、 分 担 金 及 び 負 担 金 全 体 で 前 年 度 よ り

5,680,364 円 2.5％の増加となった。 
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次に、使用料及び手数料は、浄化槽汚泥投入手数料の減少などにより、相

楽会館使用料の増加はあったものの、前年度より 419,750 円 2.4％減少した。

なお、一般廃棄物処理業許可の更新は 2 年ごと（手数料収入も 2 年ごと）で

ある。 

また、府支出金は、相楽消費生活センター運営のうち、平成 30 年度から、

消費者教育・啓発の新たな経費等に係る京都府消費者行政活性化事業費補助

金であるが、消費者教育・啓発に係る相談員の人件費の増加などに伴い、前

年度より 99,000 円 3.0％増加した。 

次に、繰越金は、4,606,561 円 66.1％の減少となった。 

これらの要因の結果、歳入総額で前年度より 3,631,624 円 1.4％減少した。 

 

(2)  歳出の概要 

  一般会計歳出決算の款別の内訳と前年度との比較は、第３表のとおりであ

る。 

なお、主要な項目における詳しい内訳などを 8 ページに記載している 

 

第３表 一般会計歳出決算の状況（款別）              （単位：円、％） 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比

議 会 費 399,273 0.1 391,254 0.2 8,019 2.0

総 務 費 36,768,567 14.7 36,942,359 14.5 △ 173,792 △ 0.5

衛 生 費 200,344,953 80.0 204,306,386 80.1 △ 3,961,433 △ 1.9

商 工 費 12,985,497 5.2 13,332,099 5.2 △ 346,602 △ 2.6

歳 出 合 計 250,498,290 100.0 254,972,098 100.0 △ 4,473,808 △ 1.8

増減率区　　　分
令和４年度 令和３年度

増 減 額

   

歳出総額は 250,498,290 円で、主要なものは、衛生費 200,344,953 円(構

成比 80.0％)、総務費 36,768,567 円（同 14.7％）、商工費 12,985,497 円（同

5.2％）の順である。 

これらの前年度との比較における要因は、まず衛生費は、うち保健衛生費

での休日応急診療所運営に対する特別会計への繰出金が、新型コロナウイル

ス感染症に関する関係経費の増加はあったものの、診療所開設以来、過去最

高の受診者数による診療報酬収入の増加などの要因で、保健衛生費で前年度

より 10,035,000 円減少し、一般会計繰出金は不要となった。なお、繰出金

は、構成市町村の分担金から共通経費（人件費など）分を控除した部分であ

る。 

次に、うち清掃費で、し尿処理搬入量は減少となり、し尿収集運搬委託料
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は減少するとともに、大谷処理場運転維持管理業務の通常分は、人件費、薬

品費、経年維持補修費の増加などにより 5,902,600 円の増、また、令和５年

度からのそうらく衛生センター運転維持管理業務を複数年の長期包括的運

営委託とすることに伴う見積精査業務委託料の増等により、清掃費で前年度

より 6,073,567 円増加し、衛生費全体では前年度より 3,961,433 円 1.9％の

減少となった。 

総務費は、総務管理費及び監査委員費で、前年度より 173,792 円 0.5％の

減少となった。 

商工費は、京都府消費者行政活性化事業費補助金を活用し、消費者教育の

推進に係る相談員の人件費の増加はあったものの、小・中学校児童・生徒向

けの教育用教材の作成費の減少などで、前年度より 346,602 円 2.6％の減少

となった。 

これらの要因の結果、歳出総額で前年度より 4,473,808 円 1.8％減少した。 

なお、歳出予算額に対する執行率は、97.4％である。 

 

３ 特別会計の概要 

(1)  歳入の概要 

  特別会計歳入決算の款別の内訳と前年度との比較は、第４表のとおりであ

る。なお、主要な項目における詳しい内訳などは、９ページに記載している。 

 

第４表 特別会計歳入決算の状況（款別）         （単位：円、％） 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比

財 産 収 入 172,691 0.0 1,632,010 5.1 △ 1,459,319 △ 89.4

休日応急診療所収入 39,900,453 5.3 24,615,019 76.3 15,285,434 62.1

国 庫 支 出 金 429,000 0.1 788,000 2.4 △ 359,000 △ 45.6

府 支 出 金 4,800,000 0.6 1,000,000 3.1 3,800,000 380.0

ふるさと市町村圏振
興 事 業 基 金 繰 入 金 704,563,000 93.4 3,748,000 11.6 700,815,000 18,698.4

繰 越 金 4,718,105 0.6 475,447 1.5 4,242,658 892.4

諸 収 入 4,208 0.0 22 0.0 4,186 19,027.3

歳 入 合 計 754,587,457 100.0 32,258,498 100.0 722,328,959 2,239.2

区　　　分
令和４年度 令和３年度

増 減 額 増減率

 

歳入総額は 754,587,457 円で、繰入金 704,563,000円（構成比 93.4％）、休日応

急診療所収入39,900,453円（構成比 5.3％）、府支出金 4,800,000円(同 0.6％)、

繰越金 4,718,105 円（同 0.6％）、国庫支出金 429,000 円(同 0.1％)の順であ

る。 
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これらの前年度との比較における要因は、まず繰入金は、令和４年度をも

って、ふるさと市町村圏振興事業を廃止したことに伴うふるさと市町村圏振

興事業基金の元本分 7 億円を構成市町村及び京都府へ返還するため、また、

余剰分基金 4,563,000 円は、ふるさと市町村圏振興事業の事業費に充当する

ため繰入れたことにより、前年度より 700,815,000 円 18,698.4％の大幅な

増加となった。 

次に、休日応急診療所収入は、うち繰入金で一般会計歳出の衛生費・保健

衛生費の変動要因と同様に、新型コロナウイルス感染症に関する関係経費の

増加はあったものの、繰入金で前年度より 10,035,000 円減少した。診療報

酬収入は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受診者数の大幅な増

加等を受け、25,320,434 円と大幅な増加となり、休日応急診療所収入全体

では前年度より 15,285,434 円 62.1％の増加となった。なお、休日応急診療

所における 1 日当たりの受診者数は、令和３年度の 9.8 人から 22.5 人と大

幅な増加となった。 

また、休日応急診療所運営に対し、新型コロナウイルス感染症に係る府補

助金 4,800,000 円が、マイナンバーカードの健康保険証利用のためのオンラ

イン資格確認用備品に対する国庫補助金 429,000 円がそれぞれ交付された。 

財産収入は、前年度より 1,459,319 円 89.4％の減少、繰越金は、4,242,658

円 892.4％の増加となった。 

これらの要因の結果、歳入総額で前年度より 722,328,959 円 2,239.2％増

加した。 

 

(2) 歳出の概要 

  特別会計歳出決算の款別の内訳と前年度との比較は、第５表のとおりであ

る。 

なお、主要な項目における詳しい内訳などを 10 ページに記載している。 
 

第５表 特別会計歳出決算の状況（項目別）         （単位：円、％）  

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比

振 興 費 704,730,056 96.1 5,373,800 19.5 699,356,256 13,014.2

休日応急診療費 28,598,224 3.9 22,166,593 80.5 6,431,631 29.0

歳 出 合 計 733,328,280 100.0 27,540,393 100.0 705,787,887 2,562.7

増減率区　　　分
令和４年度 令和３年度

増 減 額

 

歳出総額は 733,328,280 円で、振興費 704,730,056 円（構成比 96.1％）、休日 

応急診療費 28,598,224 円（同 3.9％）の順である。 

これらの前年度との比較における要因は、まず振興費は、ふるさと市町村

圏 振 興 事 業 基 金 の 返 還 に 伴 う 償 還 金 の 増 加 に よ り 、 699,356,256 円

13,014.2％の増加となった。 
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次に、休日応急診療費は、新型コロナウイルス感染症の関係経費の増加な

どで、前年度より 6,431,631 円 29.0％の増加となった。 

これらの要因の結果、歳出総額で前年度より 705,787,887 円 2,562.7％増 

加した。なお、歳出予算額に対する執行率は、97.6％である。 

令和４年度末における基金残高は、構成市町村及び京都府へ返還したこと

を受け 0 円となった。 

一方、特別会計設置の目的である、ふるさと市町村圏振興事業の令和４年

度実績は５７、５８ページに記載のとおりであるが、その概要は次のとおり

である。 

①ホームページの管理運営 

新着情報による情報発信 

②第 30 回記念相楽の文化を創るつどいの開催 

（経費執行ではなく事務的応援協力） 

令和５年３月５日（日）開催、南山城村文化会館「やまなみホール」 

圏域内の文化サークル発表会の開催（10 団体、90 人出演） 

 ③「お茶の京都」広域観光事業推進交付金の交付 

   交付要綱に基づき５市町村に交付 

④ふるさと市町村圏振興事業 30 年のあゆみ作成等  

⑤ふるさと市町村圏振興事業基金廃止に伴う構成市町村出資金及び京都府

補助金の返還  

⑥休日応急診療所の運営 

診療日数 1,778 日（通常 1,672 日、発熱外来 66 日） 

受診者数 1,758 人（通常 1,694 人、発熱外来 64 人） 

 

 

とともに、事務事業ごとでの決算概要を 13 ページから 24 ページにかけて

記載している。P3 

とともに、事務事業ごとでの決算概要を 25 ページから 27 ページにかけて記載

している。 
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1．歳　　入
年　度

当初予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｃ） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

分担金及び負担金 246,156,000 85.8 231,130,864 90.3 225,450,500 86.9 5,680,364 2.5

分担金 186,380,000 64.9 172,179,952 67.3 164,788,740 63.4 7,391,212 4.5

負担金 59,776,000 20.8 58,950,912 23.0 60,661,760 23.4 △ 1,710,848 △ 2.8

使用料及び手数料 16,131,000 5.6 16,805,310 6.6 17,225,060 6.7 △ 419,750 △ 2.4

使用料 50,000 0.0 182,850 0.1 120,900 0.0 61,950 51.2

会館使用料 50,000 0.0 182,850 0.1 120,900 0.0 61,950 51.2

手数料 16,081,000 5.6 16,622,460 6.5 17,104,160 6.6 △ 481,700 △ 2.8

衛生手数料 16,081,000 5.6 16,622,460 6.5 17,104,160 6.6 △ 481,700 △ 2.8

浄化槽汚泥投
入手数料

16,081,000 5.6 16,482,460 6.5 17,104,160 6.6 △ 621,700 △ 3.6

浄化槽・一般
廃棄物処理業
許可手数料

0 0.0 140,000 0.1 0 0.0 140,000 皆増

診療報酬収入 21,300,000 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

診療報酬収入 21,300,000 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

府支出金 3,410,000 1.2 3,402,000 1.3 3,303,000 1.3 99,000 3.0

府補助金 3,410,000 1.2 3,402,000 1.3 3,303,000 1.3 99,000 3.0

繰越金 1,000 0.0 4,606,561 1.8 13,574,936 5.2 △ 8,968,375 △ 66.1

繰越金 1,000 0.0 4,606,561 1.8 13,574,936 5.2 △ 8,968,375 △ 66.1

諸収入 2,000 0.0 2,300 0.0 25,163 0.0 △ 22,863 △ 90.9

預金利子 1,000 0.0 300 0.0 1,753 0.0 △ 1,453 △ 82.9

雑入 1,000 0.0 2,000 0.0 23,410 0.0 △ 21,410 △ 91.5

287,000,000 92.6 255,947,035 100.0 259,578,659 100.0 △ 3,631,624 △ 1.4歳　入　合　計

令和４年度　相楽郡広域事務組合一般会計決算の概要
単位：円

令和5年度 令和4年度 令和3年度 R4-R3比較
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2．歳　　出
年　　度　

当初予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

　区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｃ） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

議会費 426,000 0.1 399,273 0.1 391,254 0.2 8,019 2.0

議会費 426,000 0.1 399,273 0.1 391,254 0.2 8,019 2.0

総務費 36,865,000 12.8 36,768,567 14.7 36,942,359 14.5 △ 173,792 △ 0.5

総務管理費 36,837,000 12.8 36,744,107 14.7 36,918,294 14.5 △ 174,187 △ 0.5

理事会費 281,000 0.1 275,600 0.1 272,280 0.1 3,320 1.2

一般管理費 34,408,000 12.0 34,432,212 13.7 34,691,837 13.6 △ 259,625 △ 0.7

相楽会館費 2,116,000 0.7 2,005,116 0.8 1,922,926 0.8 82,190 4.3

公平委員会費 32,000 0.0 31,179 0.0 31,251 0.0 △ 72 △ 0.2

監査委員費 28,000 0.0 24,460 0.0 24,065 0.0 395 1.6

衛生費 234,914,000 81.9 200,344,953 80.0 204,306,386 80.1 △ 3,961,433 △ 1.9

保健衛生費 32,722,000 11.4 0 0.0 10,035,000 3.9 △ 10,035,000 皆減

清掃費 202,192,000 70.5 200,344,953 80.0 194,271,386 76.2 6,073,567 3.1

し尿処理費 202,192,000 70.5 200,344,953 80.0 194,271,386 76.2 6,073,567 3.1

300,000 0.1 222,691 0.1 349,322 0.1 △ 126,631 △ 36.3

委託料 201,771,000 70.3 200,053,540 79.9 193,797,446 76.0 6,256,094 3.2

大谷処理場運転維持
管理（通常分） 126,016,000 43.9 117,959,600 47.1 112,057,000 43.9 5,902,600 5.3

大谷処理場運転維持
管理（緊急時分） 0 0.0 0 0.0 1,283,260 0.5 △ 1,283,260 皆減

し尿収集運搬 59,776,000 20.8 58,950,912 23.5 60,661,760 23.8 △ 1,710,848 △ 2.8

水質・大気分析 623,000 0.2 621,500 0.2 678,700 0.3 △ 57,200 △ 8.4

清掃汚泥処分 5,280,000 1.8 6,433,020 2.6 6,573,600 2.6 △ 140,580 △ 2.1

トラックスケール
法定点検 0 0.0 25,500 0.0 0 0.0 25,500 皆増

包括発注設計支援 0 0.0 0 0.0 3,465,000 1.4 △ 3,465,000 皆減

脱水汚泥等運搬処分
業務 10,076,000 3.5 8,693,008 3.5 9,078,126 3.6 △ 385,118 △ 4.2

精密機能検査 0 0.0 2,200,000 0.9 0 0.0 2,200,000 皆増

包括発注見積精査 0 0.0 5,170,000 2.1 0 0.0 5,170,000 皆増

35,000 0.0 23,000 0.0 85,878 0.0 △ 62,878 △ 73.2

86,000 0.0 45,722 0.0 38,740 0.0 6,982 18.0

商工費 13,361,000 4.7 12,985,497 5.2 13,332,099 5.2 △ 346,602 △ 2.6

商工費 13,361,000 4.7 12,985,497 5.2 13,332,099 5.2 △ 346,602 △ 2.6

予備費 1,434,000 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

予備費 1,434,000 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

287,000,000 100.0 250,498,290 100.0 254,972,098 99.9 △ 4,473,808 △ 1.8

役務費

負担金・補助及び交
付金

償還金利子及び割引
料

歳　出　合　計

単位：円

令和5年度 令和4年度 令和3年度 R4-R3比較
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1．歳　　入
年　度

当初予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （C） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

0 0.0 172,691 0.0 1,632,010 5.1 △ 1,459,319 △ 89.4

財産運用収入 0 0.0 172,691 0.0 1,632,010 5.1 △ 1,459,319 △ 89.4

利子及び配当金 0 0.0 172,691 0.0 1,632,010 5.1 △ 1,459,319 △ 89.4

0 0.0 39,900,453 5.3 24,615,019 76.3 15,285,434 62.1

診療報酬収入 0 0.0 39,900,453 5.3 14,580,019 45.2 25,320,434 173.7

繰入金 0 0.0 0 0.0 10,035,000 31.1 △ 10,035,000 皆減

一般会計繰入金 0 0.0 0 0.0 10,035,000 31.1 △ 10,035,000 皆減

国庫支出金 0 0.0 429,000 0.1 788,000 2.4 △ 359,000 △ 45.6

国庫補助金 0 0.0 429,000 0.1 788,000 2.4 △ 359,000 △ 45.6

国庫補助金 0 0.0 429,000 0.1 788,000 2.4 △ 359,000 △ 45.6

府支出金 0 0.0 4,800,000 0.6 1,000,000 3.1 3,800,000 380.0

府補助金 0 0.0 4,800,000 0.6 1,000,000 3.1 3,800,000 380.0

府補助金 0 0.0 4,800,000 0.6 1,000,000 3.1 3,800,000 380.0

繰入金 0 0.0 704,563,000 93.4 3,748,000 11.6 700,815,000 18,698.4

繰入金 0 0.0 704,563,000 93.4 3,748,000 11.6 700,815,000 18,698.4

ふるさと市町村圏振興
事業基金繰入金 0 0.0 704,563,000 93.4 3,748,000 11.6 700,815,000 18,698.4

繰越金 0 0.0 4,718,105 0.6 475,447 1.5 4,242,658 892.4

繰越金 0 0.0 4,718,105 0.6 475,447 1.5 4,242,658 892.4

繰越金 0 0.0 4,718,105 0.6 475,447 1.5 4,242,658 892.4

諸収入 0 0.0 4,208 0.0 22 0.0 4,186 19,027.3

預金利子 0 0.0 208 0.0 22 0.0 186 845.5

預金利子 0 0.0 208 0.0 22 0.0 186 845.5

雑入 0 0.0 4,000 0.0 0 0.0 4,000 0.0

雑入 0 0.0 4,000 0.0 0 0.0 4,000 0.0

0 0.0 754,587,457 100.0 32,258,498 100.0 722,328,959 2,239.2

令和４年度　相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計決算の概要

歳　入　合　計

令和5年度 令和4年度 令和3年度 R4-R3比較

財産収入

休日応急診療所収
入

単位：円
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2．歳　　出
年　　度　

当初予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

　区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｃ） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

振興費 0 0.0 704,730,056 96.1 5,373,800 19.5 699,356,256 13,014.2

振興費 0 0.0 704,730,056 96.1 5,373,800 19.5 699,356,256 13,014.2

振興総務費 0 0.0 701,556,256 95.7 0 0.0 701,556,256 皆増

事業費 0 0.0 3,173,800 0.4 5,373,800 19.5 △ 2,200,000 △ 40.9

衛生費 0 0.0 28,598,224 3.9 22,166,593 80.5 6,431,631 29.0

衛生費 0 0.0 28,598,224 3.9 22,166,593 80.5 6,431,631 29.0

0 0.0 28,598,224 3.9 22,166,593 80.5 6,431,631 29.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 733,328,280 100.0 27,540,393 100.0 705,787,887 2,562.7

単位：円

休日応急診療費

休日応急診療費
予備費

歳　出　合　計

令和5年度 令和4年度 令和3年度 R4-R3比較
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令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

356 233 123 52.8 3,558 7,710 △ 4,152 △ 53.9 1,693 1,384 309 22.3

356 233 123 52.8 581 1,057 △ 476 △ 45.0 379 318 61 19.2

355 233 122 52.4 642 1,228 △ 586 △ 47.7 421 352 69 19.6

355 233 122 52.4 1,715 3,546 △ 1,831 △ 51.6 977 809 168 20.8

355 234 121 51.7 606 1,158 △ 552 △ 47.7 402 334 68 20.4

1,777 1,166 611 52.4 7,102 14,699 △ 7,597 △ 51.7 3,872 3,197 675 21.1

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

76,861 72,882 3,979 5.5 32 4 28 700.0 7,930 7,007 923 13.2

15,432 12,829 2,603 20.3 0 0 0 0.0 1,571 1,348 223 16.5

19,458 17,107 2,351 13.7 2 6 △ 4 △ 66.7 1,713 1,491 222 14.9

11,469 10,741 728 6.8 11 29 △ 18 △ 62.1 4,180 3,645 535 14.7

19,085 17,246 1,839 10.7 0 0 0 0.0 1,685 1,392 293 21.0

142,305 130,805 11,500 8.8 45 39 6 15.4 17,079 14,883 2,196 14.8

令和４年度
(A)

令和３年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×

100

90,430 89,220 1,210 1.4

18,319 15,785 2,534 16.1

22,591 20,417 2,174 10.6

18,707 19,003 △ 296 △ 1.6

22,133 20,364 1,769 8.7

172,180 164,789 7,391 4.5

令和３・４年度　市町村分担金一覧表（決算額）

単位：千円、％

種別 広　　域　　圏 休日応急診療所 相　楽　会　館

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

合 計

合 計

種別 し　尿　処　理 し尿処理（特例（収支不足）分） 消　費　生　活

市町村名

合　　　　　計

市町村名

木津川市

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

合 計

種別



 
 
 
 
 

各事業の概要説明 
 

（※資料に記載の金額は、千円未満を四捨五入して表示しているため、 
合計欄において端数が一致しない場合がある。） 

（予算科目別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

一  般  会  計 
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款項目  1 議会費  1 議会費  1 議会費

事務区分 　規約第3条各号共通事務

事業名 　議会運営費
決算書
説明頁

9～10

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額

決算額 国庫支出金 府支出金

前年度決算額 増減額 臨時的経費

予算現額
予算区分 現年

426 0 0 426

地方債 その他 一般財源

399 0 0 0 0 399

経常的経費

391 8 0 399

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

事業の
成果

・地方自治法第284条に基づく一部事務組合として組合規約に定められた共同処理事務の議決機
関として、執行機関から提案された延べ24議案を審議し、全てを議了し、円滑な組合運営を進
めた。
・議会運営委員会において議論を重ね、令和4年第1回定例会から一般質問を復活し、議会活性
化の機会となった。

課題・
問題点

・議員任期が構成市町村議会の議員任期のためまちまちであることから、構成市町村の議員構
成変更の度に組合議会構成の調整が必要である。

事業決算
概要

・地方自治法第292条において準用する同法第89条に基づく組合の議会として、議員及び議会活
動を保障するため、法律・条例・規則等に定められた議会運営にかかる経費を執行
・議員定数:14人(木津川市5人、笠置町2人、和束町2人、精華町3人、南山城村2人)
・選出方法:構成市町村議会で議会議員のうちから選挙により選出
・任期:構成市町村議会の議員任期
・報酬(年額):議長36,000円、副議長30,000円、議員24,000円
・開会:定例会2回(11月25日・2月15日)、臨時会2回（5月20日・3月27日）、全員協議会2回(7月
27日・2月15日)、議会運営委員会4回(5月10日・11月17日・2月7日・3月14日)
※令和3年度開会:定例会2回、臨時会1回、議会運営委員会8回
　
(報酬352、旅費41，公債費6)

主な
特定財源
の内訳

改善案等

・構成市町村議会議長の申し合わせ(平成21年8月3日)により、一般的な議会構成変更は2年ごと
(次回令和7年5月)とされていることから、構成市町村議会の議員構成変更予定を十分に把握
し、組合議会構成の諸調整が一定事前に行えるように進める。
・その他の議会運営に関して、構成市町村の議会運営を参考にしながらさらなる円滑な運営が
できるよう進めていく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業費 376 391 399 426

426うち一財充当 376 391 399
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事業費 268 272 276 281

うち一財充当 268 272 276 281

課題・
問題点

・理事会の活動を整理するため開催回数を平成25年度から年6回(以前は年8回)に減じたが、こ
のうち2回は組合議会定例会開会前の開催であることから、十分な協議が必要な案件や緊急を要
する場合などは臨時開催の必要がある。

改善案等

・平成25年度で整理した広域圏幹事会の機能と役割に鑑み、構成市町村と十分に連携を図るこ
とで、重要案件や緊急案件などの処理の円滑化を継続していく。
・その他、理事会における組合の運営方針決定が円滑に進むような工夫の検討を進めていく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業決算
概要

・地方自治法第287条の3第2項に基づく規約第8条に規定の理事会として、組合運営の方針等を
審議するための運営にかかる経費を執行
・理事:5人(木津川市長、笠置町長、和束町長、精華町長、南山城村長)
・代表理事:理事の互選により選出(精華町長)、理事申し合わせにより任期2年(現在令和5年11
月1日～令和7年10月31日)
・任期:市町村長の任期
・開催:定例理事会は年6回(5月9日・8月22日・10月17日・11月25日・1月23日・2月15日)、臨時
理事会は1回(3月27日)、本圏域における広域的課題解決のため新年度京都府予算編成にかかる
京都府知事等への要望活動1回(11月1日)
・報酬(年額):代表理事60,000円、理事48,000円×4人
※令和3年度開催:定例理事会6回、臨時理事会1回、要望活動1回(令和3年10月4日)

(報酬252、旅費24)

事業の
成果

・組合規約第8条に基づく理事会として、本組合の運営方針を決定する機関として年7回の理事
会を開催し、諸課題に対する方針を決定し円滑な組合運営を進めた。これには、企画主管課長
で構成の広域圏幹事会において事前に審議し、理事会での意思決定が円滑に進む仕組みにより
実施した。(平成25年度から)
・本圏域の広域的課題解決のための要望活動を京都府知事、山城広域振興局長に行った。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

増減額 臨時的経費 経常的経費

272 4 0 276

276 0 0 0 0 276

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源

現年
280 0 0 280

　規約第3条各号共通事務

事業名 　理事会運営費
決算書
説明頁

9～10

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額

款項目  2 総務費  1 総務管理費  1 理事会費

前年度決算額

事務区分

予算区分
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事業費 34,437 34,692 34,432 34,408

うち一財充当 34,435 34,690 34,430 34,408

課題・
問題点

・共同処理業務のすべてで何らかの課題を抱えているため、これの解決に向け、まずは構成市
町村の意向などを踏まえながら、整理の方向性を検討していく必要がある。

改善案等

・幹事会を筆頭として必要に応じた担当課長会議の開催を効率効果的に行い、各種課題の解決
に向けた検討・調整のさらなる円滑化をめざす。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

0 0 0 2 34,430

事業決算
概要

・規約第11条に規定の事務局として、組合が共同処理する事務の推進にかかる一般事務経費を
執行
・職員体制:4人(一般職員3人、会計年度任用職員2人)
・情報公開・個人情報保護審査会(委員5人):開催なし
・組合事務局として各種組合業務を統括管理し推進
・開催:幹事会は年4回(4月28日・6月29日・8月9日・10月11日)、幹事会・財政課長合同会議は
年1回(1月16日)
・第72回“社会を明るくする運動”相楽地区大会打合会(5月30日)、同推進委員会(6月8日)、同
大会(6月18日)
・ノートパソコン2台

(報酬1,464、給料13,060、職員手当等10,717、共済費4,720、旅費17、交際費17、需用費
2,595、役務費454、委託料308、使用料755、備品310、負担金10、公課費5)

事業の
成果

・理事会での運営方針決定を受けて、組合が共同処理する各種業務を円滑に推進することがで
きた。
・具体的な業務推進にあたっては、事務局だけでなく広域圏幹事会を筆頭に、必要に応じた業
務ごとの構成市町村担当課長会議を開催することで共同処理事務の諸調整を図り、円滑な運営
に資することができた。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

その他 2コピー機使用料

現年
34,990 192 0 35,182

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　事務局運営共通費
決算書
説明頁

9～12

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

34,692 △ 260 0 34,432

一般財源

34,432

款項目  2 総務費  1 総務管理費  2 一般管理費

事務区分 　規約第3条各号共通事務
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事業費 2,309 1,923 2,005 2,116

うち一財充当 2,180 1,802 1,822 2,066

課題・
問題点

・今後の会館運営(貸室)に関し、過去の検討経過を踏まえ、広域圏事業の今後のあり方検討会
最終報告書で令和４年度をもって、相楽会館の貸室業務は廃止するとの結論を受け、理事会に
おいて貸室業務の廃止を令和5年度末とすることで決定した。
・会館のあり方については、同報告書において、現地改築が望ましいとの報告を受け、理事会
においてその方針を決定し、今後、改築に向けた取組を進めていく必要がある。

改善案等

・相楽会館の貸室業務の廃止に向けた利用団体（者）への周知を図る必要がある。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

1,822

現年
2,145 0 0 2,145

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業決算
概要

・相楽地区広域市町村圏による広域連携の一環として、住民の福祉の増進と生活の維持向上を
図るため、昭和50年に設置した福祉センター相楽会館の運営経費を執行
・福祉センター相楽会館:鉄筋コンクリート造2階建、延895㎡、昭和50年8月設置開館
・地方自治法第244条第1項の公の施設として、管理部門を除き貸館(貸室)により運営(行政目的
(行政施設)への転用により現在は2階大ホール(収容400人)のみの貸館)
・使用料:(施設)午前6,000円、午後8,000円、夜間8,000円、終日:22,000円、(設備)冷房10分の
3.5、暖房10分の2.5の加算
・施設利用:84件、1,986人、使用料182,850円
※令和3年度利用:42件、3,290人、使用料120,900円
・ルータ、ノートパソコン
　
(需用費654、役務費99、委託料1,202、備品購入費50)

事業の
成果

・目的に沿った利用(使用)が図れた。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

その他 相楽会館使用料 183

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

事務区分 　規約第3条第3号　相楽会館施設事務

事業名 　相楽会館管理運営経費
決算書
説明頁

11～12

款項目  2 総務費  1 総務管理費  3 相楽会館費

1,923 82 0 2,005

一般財源

2,005 0 0 0 183
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事業費 32 31 31 32

うち一財充当 32 31 31 32

課題・
問題点

・職員からの不服申し立てや苦情処理に対する講じるべき措置について、迅速な対応が可能な
よう、平素から調査研究を進めることが必要である。
・具体的な案件が生じた場合に、職員数の現状からは事務局となるべき職員が利害関係人とも
なる可能性が高く、公平公正な事務執行に支障を来たす可能性がある。

改善案等

・今後も継続して、委員会の円滑な運営や調査研究を継続していく。
・現状では事務局体制の改善は非常に困難なため、他の委員会等での体制も含めた共同設置等
の抜本的な改善方法を検討していく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

0 0 0 0 31

事業決算
概要

・地方自治法第292条において準用する同法第180条の5第1項第3号に基づく組合の公平委員会と
して、その運営にかかる経費を執行
・公平委員会委員:3人
・選出:地方公務員法第9条の2第2項により組合議会の同意を得て代表理事が選任
・任期:4年
・報酬(年額):委員長9,600円、委員7,200円×2人
・開催:1回(令和5年3月14日)
※令和3年度開催:1回(令和4年3月11日)

(報酬23、旅費8)

事業の
成果

・公平委員会の定期的な開催により、職員体制の状況及び職員の勤務条件の改正内容等につい
て、情報把握が図れた。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

現年
32 0 0 32

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　公平委員会運営費
決算書
説明頁

11～12

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

31 0 0 31

一般財源

31

款項目  2 総務費  1 総務管理費  4 公平委員会費

事務区分 　規約第3条各号共通事務
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事業費 24 24 24 28

うち一財充当 24 24 24 28

課題・
問題点

・より充実した監査事務の執行のためには、監査委員事務局体制の確立と監査機能の充実を図
る必要がある。
・特に、事務局となるべき職員が監査の対象となる予算執行側の職員を兼ねていることから、
適正な監査業務の推進に支障が生じる可能性を内在している。

改善案等

・今後も構成市町村における監査事務の取り組み等の情報収集に努め、円滑な監査事務の執行
に努めるとともに、他の委員会等と同様に事務局体制の抜本的な改善方法を検討していく。
・監査委員による職務遂行を通じて、監査委員制度の趣旨である組合業務が法令に準拠して行
われ、不当を排除し、効果的・合理的・能率的な事務事業の執行をめざす。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

0 0 0 0 24

事業決算
概要

・地方自治法第292条において準用する同法第180条の5第1項第4号に基づく組合の監査委員とし
て、その運営にかかる経費を執行
・監査委員:2人(識見を有する者1人、議員のうちから1人)
・選出:地方自治法第196条第1項により組合議会の同意を得て代表理事が選任
・任期:識見を有する者4年(仲北悦雄氏(令和3年5月26日から))、議員は議員の任期(西昭夫議員
を選任(令和5年5月29日から))
・報酬(年額):識見を有する者12,000円、議員9,600円
・決算審査:地方自治法第233条第2項により令和4年10月13日に実施
・例月出納検査:地方自治法第235条第1項により毎月実施(書類検査)
※令和2年度監査:決算審査(令和3年10月11日)、例月出納検査(毎月実施)

(報酬21、旅費3)

事業の
成果

･例月出納検査及び決算審査を適正に実施した。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

現年
28 0 0 28

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　監査委員運営費
決算書
説明頁

13～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

24 0 0 24

一般財源

24

款項目  2 総務費  2 監査委員費  1 監査委員費

事務区分 　規約第3条各号共通事務



18

事業費 11,176 10,035 0 32,722

うち一財充当 11,176 10,035 0 11,422

課題・
問題点

・本年度は診療報酬収入の大幅な増加を受け、繰出金は不要となったものの、一部発生する余
剰金分を除き一般会計からの繰出金は、休日応急診療所事業での赤字補てんであることから、
診療所利用の促進を図り事業の収支改善をめざすことで構成市町村の負担(分担金)軽減を引き
続き図っていく必要がある。

改善案等

・休日応急診療所の利用促進のため、組合や構成市町村の広報やホームページでのお知らせを
充実させるとともに、啓発資材の配布など工夫を加えながら住民周知を継続していく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

0 0 0 0 0

事業決算
概要

・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する
事業として、相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計で実施する事業への一般会計からの
繰出金を執行
・特別会計における診療所の運営経費から診療報酬収入を差し引いた収支不足額を繰出し(予算
措置や診療報酬収入の動向を考慮し一定の余剰分を含む)
・繰出金は分担金として共通経費分を含め全額を構成市町村が負担
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診者数の大幅な増加に伴う診療報酬収入の増
加を受け、繰出金は不要

(繰出金0）

事業の
成果

・受診者数の大幅な増加に伴う診療報酬収入の増加を受け、繰出金は不要となった。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

現年
12,007 △ 12,007 0 0

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　休日応急診療所運営経費
決算書
説明頁

13～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

10,035 △ 10,035 0 0

一般財源

0

款項目  3 衛生費  1 保健衛生費  1 休日応急診療費

事務区分 　規約第3条第2号エ　休日応急診療所事務
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事業費 61,725 60,701 58,997 59,862

うち一財充当 1,177 39 46 86

改善案等

・下水道の整備による収集量の減少に伴う効率的な収集体制を構築するための検討を進めてい
くにあたり、安定的なし尿等収集体制の構築について検討を進める。
・今後も構成市町村と連携・調整しながら、適正な単価設定を委託業者とも引き続き協議を進
めていく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

課題・
問題点

・圏域内での下水道事業進捗で年々水洗化家庭への転換が進み、非水洗でのし尿収集の減少が
続き収集運搬業務の非効率化が進んでいる。
・収集運搬の非効率化と相まって、業務委託料は、平成27年4月に126円/10ℓに改定し、令和元
年10月に128円/10ℓに改定したが、今後も引き続き検討が必要である。

△ 1,704 46 58,951

一般財源

58,997 0 0 0 58,951 46

事業決算
概要

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物のうちし尿に関し、同法第6条の2第2
項に基づく収集及び運搬の委託にかかる経費を執行
・浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業の許可:7者(㈱クリーンサービス山城、㈱相楽清掃、㈲フ
シミ、相楽商事、大和清掃、城南衛生㈱、平安衛生開発㈱)
・し尿収集運搬の委託:5者(㈱クリーンサービス山城、㈱相楽清掃、㈲フシミ、相楽商事、大和
清掃)
・し尿処理手数料:126円/10ℓ(平成27年10月～）、128円/10ℓ(令和元年10月～)
・し尿収集委託料:126円/10ℓ(平成27年4月～)、128円/10ℓ(令和元年10月～)
・対象人口:し尿人口5,292人、浄化槽人口10,056人(令和4年度末現在)
※令和3年度末対象人口:し尿人口5,394人、浄化槽人口10,311人
・収集運搬(搬入)量:し尿4,605.54kℓ、浄化槽汚泥8,241.23kℓ、計12,846.77kℓ
※令和3年度収集量:し尿4,739.20kℓ、浄化槽汚泥8,552.08kℓ、計13,291.28kℓ
・不用し尿くみ取り券の返還(還付):平成23年3月までに売捌いたし尿くみ取り券(組合券)で不
用分の返還(還付)の事務を構成市町村に委託、45,722円
・開催:課長会議は年3回(8月3日・11月2日・1月13日)
・
(委託料58,951、償還金46)

事業の
成果

・圏域内の非水洗家庭におけるし尿を収集し、大谷処理場へ搬入処理することで生活環境の衛
生管理に大きく寄与した。
・また、浄化槽設置家庭における浄化槽清掃汚泥も同様に収集処理を図ることで、浄化槽の適
正な管理を通じた生活環境の衛生管理に寄与した。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

その他 し尿処理手数料負担金 58,951

款項目  3 衛生費  2 清掃費  1  し尿処理費

事務区分 　規約第3条第4号　し尿処理施設事務、第5号　一般廃棄物処理業許可事務

現年
60,618 0 0 60,618

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　し尿収集処理経費
決算書
説明頁

13～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

60,701
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事業費 149,354 133,571 141,348 142,330

うち一財充当 132,470 116,466 124,726 126,249

課題・
問題点

・基幹的設備改良工事の完成に伴い、令和3年4月1日から供用開始したところではあるが、次代
の施設のあり方を早い時期から検討を進める必要がある。

改善案等

・今後の安定的な施設運営のため、運転経費の効率化と施設管理体制の適正化をめざし、令和5
年度から長期包括的運営業務委託を導入したが、適正に業務が履行されているかを確認するモ
ニタリング業務のあり方を検討していく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

0 0 0 16,622 124,726

事業決算
概要

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物のうちし尿に関し、同法第6条の2第1
項に基づく処分として、大谷処理場の運営にかかる経費を執行
・し尿処理施設:大谷処理場(中間処理施設)、処理能力54.1kl/日〔週4.4日〕、施設運転維持管
理は全面委託(委託先:京都南部環境事業協同組合)
・最終処分:脱水汚泥及びし渣は三重中央開発株式会社(三重県伊賀市)へ運搬処分(脱水汚泥:肥
料化(102台、307.52t)、し渣:焼却(6台、6.56t))、清掃汚泥は八光海運㈱堆肥化施設(兵庫県養
父市)へ運搬処分(97.47ｔ)
・焼却灰最終処分のため大阪湾広域臨海環境整備センターの大阪湾フェニックス計画に参画
し、建設負担金(23千円)を支出
・施設各種分析検査:水質分析は放流水を年24回(全項目12回、全窒素・全りん12回)、し尿・浄
化槽汚泥を年4回実施
・検査結果:すべて基準値以内で異常なし
・開催:大谷処理場維持管理報告会12回（4月20日・5月18日・6月15日・7月20日・8月17日・9月
14日・10月19日・11月16日・12月14日・1月18日・2月16日・3月15日)
・精密機能検査報告書20部、同概要版50部、㈱環境技術研究所京滋営業所
・長期包括的運営業務委託見積精査業務報告書30部、(一財)日本環境衛生センター
 
(役務費223、委託料141,102、負担金23)

事業の
成果

・圏域内の非水洗家庭から収集したし尿及び浄化槽設置家庭から収集した浄化槽清掃汚泥を、
大谷処理場で搬入処理することで住民の生活環境の衛生管理に大きく寄与した。

〃 一般廃棄物処理業（収集運搬）許可手数料 70

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

その他 浄化槽汚泥投入手数料 16,482

〃 浄化槽清掃業許可手数料 70

現年
143,771 848 0 144,619

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　大谷処理場（し尿処理施設）運営経費
決算書
説明頁

13～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

133,571 7,777 7,393 133,955

一般財源

141,348

款項目  3 衛生費  2 清掃費  1  し尿処理費

事務区分 　規約第3条第4号　し尿処理施設事務、第5号　一般廃棄物処理業許可事務
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事業費 13,625 13,332 12,985 13,361

うち一財充当 9,916 10,029 9,583 9,951

課題・
問題点

・消費生活での問題が複雑多様化しているため、これに対応していけるような関係機関との連
携や相談員のスキルアップなどを引き続き進めていく必要がある。
・消費者教育における中学校等への授業の実施については、オンラインを活用するなど工夫し
て、管内市町村全校で実施できるよう関係機関と十分調整をしていく必要がある。

改善案等

・京都府をはじめ府内の市町村消費生活行政担当課長(担当者)と連携を強化していくととも
に、機会を捉えて関係機関の研修会への参加を継続していく。
・京都府からの補助金廃止見込みに対しては、構成市町村と協議しながら運営計画を策定する
とともに、さらなる効率効果的な運営体制の検討を継続していく。
・相談業務及び消費者教育・啓発業務のDX化のあり方を検討する必要がある。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業決算
概要

・消費者安全法第10条第2項に基づく相楽消費生活センターの設置運営にかかる経費を執行
・職員体制:4人(一般職員1人(センター長(次長兼務))、会計年度任用職員3人(消費生活相談
員、(相談:週4日勤務2人、教育・啓発:週3.5日勤務1人))
・相談対応:来庁や電話などにより対応、毎週月～金曜日(祝日除く)午前9時～午後4時(正午か
ら午後1時までを除く)、相談件数634件
・啓発事業:センター主催の消費生活講座の開催(4回、延101人参加)、圏域内団体等開催の会合
等への消費生活出前講座の実施(10団体124人)、学校関係消費者教育(65回、2,126人(小学校8校
27回731人、中学校2校36回1,345人、高校1校2回50人))
※令和3年度実施:相談件数625件、消費生活出前講座5団体72人、学校関係消費者教育49回、
1,672人
・消費者月間事業「消費生活フェスタ2022」(5月14日)
・見守りネットワーク構築事業2回(9月20日・3月15日）
・消費者被害の未然防止に係る各市町村広報紙への記事掲載及び本組合ホームページでの情報
発信（毎月依頼）
・啓発資材:エシカル消費ハンドブック・SDGsハンドブック等増刷(各1,500部)各小学校出前授
業で配付、マスク(10,000枚)、ボールペン(1,000本)、エコバッグ(550枚):出前講座等で配付
・開催:課長会議は年2回(8月4日・1月16日)
・出前講座用ノートパソコン1台

(報酬7,038、職員手当等2,200、共済費1,551、報償費37、旅費192、需用費1,463、役務費209、
使用料179、備品90、負担金26)

事業の
成果

・主体業務である相談対応を中心としながら、相談事案に発展しないための取り組みとして各
種の啓発事業(消費生活講座、消費生活出前講座、高齢者見守り)などを実施し、圏域住民の消
費者被害への対応や未然防止に寄与した。
・教育・啓発担当相談員による、学校教育における消費者教育の推進を図ることができた。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

府支出金 京都府消費者行政活性化事業費補助金 3,402

0 3,402 0 0 9,583

現年
13,445 0 0 13,445

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

事業名 　消費生活センター運営経費
決算書
説明頁

13～16

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

13,332 △ 347 0 12,985

一般財源

12,985

款項目  4 商工費  1 商工費  1 商工総務費

事務区分 　規約第3条第6号　消費生活センター事務
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課題・
問題点

・予備費としての適正な計上額に明確な基準がないため、さらなる精査が必要である。

改善案等

・充用の実績や類似団体等を参考としながら検討を進める。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

うち一財充当 0 0 0 1,434

事業費 0 0 0 1,434

事業決算
概要

・地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費を執行(充用)
・予備費として必要とした経費に充用

事業の
成果

・比較的軽易な内容や緊急を要する対応において適時適切に充用することとしていたが、充用
することはなかった。

323

一般財源

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

0 0 0 0

款項目  5 予備費  1 予備費  1 予備費

事務区分

0

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

0 0 0 0 0

事業名 　予備費
決算書
説明頁

15～16

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分 現年

1,258 △ 935 0



 
 
 
 
 

相楽地区ふるさと市町村圏 
振 興 事 業 特 別 会 計 
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款項目  1 振興費  1 振興費  1 振興総務費

事務区分 　規約第3条第2号ア～ウ及びオ～ケのうちふるさと市町村圏事務

事業名 　 ふるさと市町村圏振興事業運営経費
決算書
説明頁

11～12

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

一般財源

701,556 0 0 0 0 701,556

現年
701,397 165 0 701,562

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

5,374 696,182 701,556 0

事業決算
概要

・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所を除く各種事業の推進にかか
る総括的な事務経費を執行
・ふるさと市町村圏推進要綱(平成11年改正自治省要綱、平成20年度末廃止)による第3次相楽地
区ふるさと市町村圏計画(平成30年1月策定)に基づく各種振興事業を、ふるさと市町村圏振興事
業基金7億円の運用益を用いて実施するにあたり、その推進にかかる総括的事務経費(事務管理)
として執行
・第3次相楽地区ふるさと市町村圏計画(計画期間:平成30年度から令和4年度)の計画期間が満了
する令和4年度をもってふるさと市町村圏振興事業を廃止
・併せてふるさと市町村圏振興事業基金を廃止し、構成市町村出資金及び京都府補助金を返還
(木津川市354,860,000円、笠置町39,350,000円、和束町60,520,000円、精華町125,780,000円、
南山城村49,490,000円、京都府70,000,000円)
・組合名称変更にかかる看板等の作成
・ふるさと市町村圏振興事業30年のあゆみ作成(3,000部)
　
(需用費1,311、備品245、償還金700,000)

事業の
成果

・ふるさと市町村圏事業の推進にかかる事務管理を適切に行い、その円滑な運営に資した。
・ふるさと市町村圏振興事業の廃止にかかる関係条例の改廃をはじめ、基金7億円の返還を円滑
に行った。
・ふるさと市町村圏振興事業を30年間にわたり実施した内容を取りまとめた冊子を作成し、本
圏域におけるふるさと市町村圏振興事業を総括した。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

（相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金） （701,556）

課題・
問題点

・ふるさと市町村圏振興事業を廃止したものの引き続き5市町村が連携をしていくとの認識であ
ることから、5市町村の枠組みは継続すべきとの確認をし、「関係市町村の連絡調整に関する事
務」を組合規約に規定したことを受け、引き続き連携を進めていく。

改善案等

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業費 3,174 5,374 701,556 0

うち一財充当 3,174 5,374 701,556 0
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事業決算
概要

・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所を除く各種事業の推進にかか
る事業経費を執行
・ふるさと市町村圏推進要綱(平成11年改正自治省要綱、平成20年度末廃止)による第3次相楽地
区ふるさと市町村圏計画(平成30年1月策定)に基づく各種振興事業を、ふるさと市町村圏振興事
業基金の運用益を用いて実施
・ホームページ管理運営
・「お茶の京都」広域観光事業推進交付金 3,000,000円(木津川市1,690,000円、笠置町187,000
円、和束町288,000円、精華町599,000円、南山城村236,000円)
・第30回記念相楽の文化を創るつどい(事務的応援協力）

(委託料174、負担金3,000)

事業の
成果

・ホームページの活用による圏域の情報発信を積極的に行った。
・「お茶の京都」広域観光事業推進交付要綱に基づき、構成市町村に交付金を交付し圏域内の
観光振興に寄与した。

課題・
問題点

・ホームページによる情報発信は、重要であることから、令和5年度以降も引き続き実施してい
く。

改善案等

　

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業費 3,174 5,374 3,174 0

うち一財充当 3,174 5,374 3,174 0

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

（相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金運用益） （173）

（相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金） （3,001）

増減額 臨時的経費 経常的経費

5,374 △ 2,200 0 3,174

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分 現年

3,174 0 0 3,174

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源

3,174 0 0 0 0 3,174

前年度決算額

款項目  1 振興費  1 振興費  2 事業費

事務区分 　規約第3条第2号ア～ウ及びオ～ケのうちふるさと市町村圏事務

事業名 　 ふるさと市町村圏振興事業経費
決算書
説明頁

11～12
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府支出金 年末年始等診療体制確保協力金 1,900

府支出金 お盆期間診療・検査実施医療機関協力金 300

款項目  2 衛生費  1 衛生費  1 休日応急診療費

事務区分 　規約第3条第2号エの休日応急診療所事務

事業名 　休日応急診療所運営経費
決算書
説明頁

11～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

一般財源

28,598 429 4,800 0 23,369 0

現年
22,792 11,508 0 34,300

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

22,167 6,431 0 28,598

事業決算
概要

・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所の運営にかかる経費を執行
・相楽休日応急診療所:医療法第1条の5第2項の診療所として平成24年6月1日相楽会館内に設置
・施設:診察室2室(処置室兼用)、待合室、受付・薬局
・診療:内科・小児科、日・祝・振替休日・年末年始(12月31日～1月3日)計72日、9時～13時
・体制:医師1名(一般社団法人相楽医師会出務医師数27人より)、薬剤師1名(年末年始のみ2名・
相楽薬剤師会出務薬剤師数14人より)、看護師2名(会計年度任用職員14人より)、医療事務1名
(年末年始・1月～2月のみ2名)(民間委託)、会館管理事務2名(会計年度任用職員3人より)
・開催:課長会議は年2回(5月17日、1月13日)、相楽休日応急診療所運営委員会(委員12人)は年1
回(12月8日)、開設10周年記念式典・講演会(10月6日)
・二次後送病院:京都山城総合医療センター
・受診者数:1,758人(内科1,204人、小児科554人、78日、1日平均22.5人)
・通常72日、1,694人(内科1,162人、小児科532人、1日平均23.5人）
・相楽発熱外来:平日午後計6日、64人(内科42人、小児科22人、1日平均10.7人）
・相楽発熱外来体制:医師1名、看護師1名、事務職員2名
※令和3年度受診者数:925人(内科629人、小児科296人、94日、1日平均9.8人)
・移動式エアコン1台、パルスオキシメーター4台、オンライン資格確認端末1式、シューズラッ
ク1台、ノートパソコン2台
　
(報酬4,807、職員手当等841、共済費12、報償費7,259、旅費14、需用費5,543、役務費1,038、
委託料8,061、工事請負費39、備品購入費918、負担金66)

事業の
成果

・日、祝、年末年始における一次救急医療の受け皿として、罹患により不安を抱える圏域住民
の安心・安全に大きく寄与した。

府支出金 ゴールデンウイーク診療・検査実施医療機関支援金 600

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

その他 診療報酬収入 23,369

国庫支出金 オンライン資格確認・医療情報化支援基金 429

休日診療所発熱外来拡充協力金 2,000府支出金

課題・
問題点

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による発熱患者への対応として、動線を分ける、時間
帯を分けるなどの工夫をしているが、現施設では限界がある。
・構成市町村の負担(分担金)軽減に向け、受診者増に向けた診療所のさらなる住民周知を関係
機関と連携しながら進める必要があるものの、コロナ禍における受診数の増加に伴い診療報酬
収入が大幅に増加した。

改善案等

・医療体制の充実はもとより診療所の運営には医師会などの関係機関の協力が不可欠なため、
連携や協議を深めて運営の円滑化に努めていく。
・住民周知に関しては、構成市町村や関係機関のイベントなどを通じ、啓発資材の配布をすす
めるとともに、広報誌やホームページでの広報などにより、診療所利用の周知を図っていく。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

005,79913,476うち一財充当

028,59822,16719,437事業費
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款項目  2 衛生費  1 衛生費  2 休日応急診療費予備費

事務区分 　規約第3条第2号エの休日応急診療所事務

事業名 　休日応急診療所運営予備費
決算書
説明頁

13～14

事業費
決算額
の概要
<千円>

当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額
予算区分

一般財源

0 0 0 0 0 0

現年
637 11,786 0 12,423

決算額 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

前年度決算額 増減額 臨時的経費 経常的経費

0 0 0 0

事業決算
概要

・地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費を執行(充用)
・予備費として必要とした経費に充用

事業の
成果

・比較的軽易な内容や緊急を要する対応において適時適切に充用することで、円滑な予算執行
と運営が図れた。

主な
特定財源
の内訳

種　別 特　定　財　源　名　称 財源充当金額<千円>

課題・
問題点

・予備費としての適正な計上額に明確な基準がないことや弾力条項の適用の面も考慮しながら
の、さらなる精査が必要である。

改善案等

・充用の実績や類似団体等を参考としながら検討を進める。

事業費
の推移
<千円>

R2(実績) R3(実績) R4(実績) R5(予算)

事業費 0 0 0 0

うち一財充当 0 0 0 0



 
 
 
 
 

資  料  編 
 

（業務別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

件 数 0 0 0 3 0 0 1 3 3 1 2 4 17

金 額 0 0 0 21,600 10,800 0 0 8,000 61,500 17,500 20,000 34,000 173,400

件 数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

金 額 0 0 0 0 0 9,450 0 0 0 0 0 0 9,450

件 数 4 6 6 4 9 6 9 6 4 10 2 0 66

金 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

件 数 4 6 6 7 9 7 10 9 7 11 4 4 84

人 数 44 95 106 188 125 196 271 205 232 240 89 195 1,986

金 額 0 0 0 21,600 10,800 9,450 0 8,000 61,500 17,500 20,000 34,000 182,850

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

件 数 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 8

金 額 0 0 0 0 0 0 26,900 24,000 17,500 0 10,000 24,000 102,400

件 数 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

金 額 0 0 0 0 4,050 9,450 0 5,000 0 0 0 0 18,500

件 数 1 3 2 2 8 0 4 2 1 7 1 0 31

金 額 - - - - - - - - - - - -

件 数 1 3 2 2 9 1 7 4 2 7 2 2 42

人 数 378 1,505 616 18 116 27 210 162 77 62 39 80 3,290

金 額 0 0 0 0 4,050 9,450 26,900 29,000 17,500 0 10,000 24,000 120,900

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

件 数 0 0 0 3 0 0 △ 2 2 2 1 1 2 9

金 額 0 0 0 21,600 10,800 0 △ 26,900 △ 16,000 44,000 17,500 10,000 10,000 71,000

件 数 0 0 0 0 △ 1 0 0 △ 1 0 0 0 0 △ 2

金 額 0 0 0 0 △ 4,050 0 0 △ 5,000 0 0 0 0 △ 9,050

件 数 3 3 4 2 1 6 5 4 3 3 1 0 35

金 額 - - - - - - - - - - - -

件 数 3 3 4 5 0 6 3 5 5 4 2 2 42

人 数 △ 334 △ 1,410 △ 510 170 9 169 61 43 155 178 50 115 △ 1,304

金 額 0 0 0 21,600 6,750 0 △ 26,900 △ 21,000 44,000 17,500 10,000 10,000 61,950

福祉センター相楽会館月別利用・収入状況（令和３・４年度）

（単位：件、人、円）

区　　分

令
和
４
年
度

全額
人 数 0 0 0 110 0 0 50 110 170 100

0 0

70 195 805徴収

1/2
人 数 0 0

106 78

0 80 0 00 0

62 140

0 0 80減免

全額
人 数 44 95 19 0 1,101免除

合計

（単位：件、人、円）

125 116 221 95

区　　分

令
和
３
年
度

全額
人 数 0 0

1/2
人 数 0 0

412徴収 0 0 0 0 142 100 60 0 30 80

0 0 0 0 118減免 0 0 50 27 0 41

17 62
全額

人 数 378 1,505 616 18 9 0 2,760免除

合計

（単位：件、人、円）

66 0 68 21

区　　分

比
較
・
増
減

全額
人 数 0 0

1/2
人 数 0 0

393徴収 0 110 0 0 △ 92 10 110 100 40 115

0 0 0 0 △ 38減免 0 0 △ 50 53 0 △ 41

78
全額

人 数 △ 334 △ 1,410 △ 510 60 10 0 △ 1,659免除

合計

59 116 153 74 45
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H27.1.28 R5.3.31現在

月　日 曜日 時間 使用料種別 使用団体 使用目的 使用人員（人） 使用料（円）

1 4/11 月 10-12 全額免除 相楽消費生活センター 消費生活フェスタ2022（打合せ） 10 0

2 4/21 木 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合
相楽の文化を創るつどい

実行委員会
7 0

3 4/26 火 9-12 全額免除 南山城村住民福祉課 手話教室実行委員会 20 0

4 4/28 木 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第1回広域圏幹事会 7 0

5 5/9 月 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第1回定例理事会 8 0

6 5/10 火 9-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 議会運営委員会 9 0

7 5/17 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 26 0

8 5/24 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 25 0

9 5/30 月 14-15 全額免除 相楽郡広域事務組合
令和4年度社会を明るくする運動

打合せ会 7 0

10 5/31 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 20 0

11 6/7 火 10-12 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 22 0

12 6/7 火 13-15 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 7 0

13 6/14 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 22 0

14 6/21 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 23 0

15 6/28 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 25 0

16 6/29 水 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第2回広域圏幹事会 7 0

17 7/5 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 21 0

18 7/7 木 13-17 全額徴収 京都府山城南保健所
令和4年度山城南災害医療

連携協議会
30 10,800

19 7/12 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 22 0

20 7/19 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 18 0

21 7/21 木 13-17 全額徴収 京都府山城南保健所
令和4年度山城南地域医療

構想調整議会
40 10,800

22 7/26 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

23 7/28 木 13-15 全額徴収 木津川を美しくする会 木津川を美しくする会総会 40 10,800

24 8/2 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 18 0

25 8/3 水 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合
令和4年度第1回市町村衛生

主管課長会議
11 0

26 8/4 木 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合
令和4年度第1回市町村消費生活

主管課長会議
8 0

27 8/9 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 24 0

28 8/9 火 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第3回広域圏幹事会 7 0

29 8/22 月 13-15 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第2回定例理事会 8 0

30 8/22 月 15-17 全額免除 相楽地方森と緑の振興会
相楽森と緑の振興会
令和4年度通常総会

13 0

令和４年度 相楽会館（大ホール）利用・収入状況
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31 8/23 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 19 0

32 8/30 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

33 9/6 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 会議 11 0

34 9/13 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 18 0

35 9/18 日 8-15 1/2免除 相楽中部消防組合 職員採用教養筆記試験 80 9,450

36 9/20 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 18 0

37 9/27 火 10-12 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

38 9/27 火 13-15 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 2 0

39 9/29 木 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第1回消費生活講座 50 0

40 10/4 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

41 10/6 木 13-15 全額免除 相楽郡広域事務組合
相楽休日応急診療所
開設10周年記念事業

50 0

42 10/11 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

43 10/11 火 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第4回広域圏幹事会 7 0

44 10/17 月 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第3回定例理事会 8 0

45 10/18 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

46 10/20 木 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第3回消費生活講座 50 0

47 10/21 金 18-21 全額徴収 相楽地方労働組合協議会 くらしと平和を守る相楽集会 50 8,000

48 10/25 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

49 10/27 木 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和4年度第4回消費生活講座 40 0

50 11/１ 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 15 0

51 11/8 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

52 11/15 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

53 11/16 水 9-17 全額徴収 山城南土木事務所 研修 60 17,500

54 11/17 木 9-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 議会運営委員会 9 0

55 11/22 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

56 11/25 金 9-17 全額徴収 山城南保健所 会議 30 14,000

57 11/28 月 13-17 全額徴収 相楽郡民生児童委員協議会
相楽郡民生児童委員協議会（第2回）

役員会・評議員会
20 10,000

58 11/29 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 23 0

59 12/6 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 14 0

60 12/8 木 9-12 全額徴収 山城広域振興局 講演会 50 7,500

61 12/8 木 15-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 相楽休日応急診療所運営委員会 16 0

62 12/10 土 13-16 全額徴収 日本共産党木津川市議員団 演説会（国会議員） 100 10,000
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63 12/13 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

64 12/19 月 13-17 全額徴収 相楽郡民生児童委員協議会
相楽郡民生児童委員協議会（第3回）

役員会・評議員会
20 10,000

65 12/20 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

66 1/10 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

67 1/13 金 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 第3回市町村衛生主管課長会議 9 0

68 1/13 金 13-15 全額免除 相楽郡広域事務組合 第2回市町村医療主管課長会議 7 0

69 1/16 月 10-12 全額免除 相楽郡広域事務組合 第2回市町村消費生活主管課長会議 7 0

70 1/16 月 13-16 全額免除 相楽郡広域事務組合
広域圏幹事会・市町村財政主管課長

合同会議
11 0

71 1/17 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 17 0

72 1/21 土 13-17 全額徴収 日本共産党山城地区委員会 新春のつどい（演説会） 100 10,000

73 1/23 月 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合 令和４年度第５回定例理事会 8 0

74 1/24 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 16 0

75 1/27 金 10-16 全額免除
JR関西本線（加茂以東）沿線地域公

共交通活性化協議会
JR関西本線（加茂以東）沿線
地域公共交通活性化協議会

30 0

76 1/31 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 19 0

77 2/7 火 10-13 全額免除 相楽聴覚言語障害センター 相楽手話教室 9 0

78 2/13 月 13-17 全額免除 相楽郡広域事務組合
消費生活相談体制等に係る市町村等

ヒアリング
10 0

79 2/16 木 13-16 全額徴収 京都府男女共同参画センター
『きょうとみんなの防災カード』を

使ったワークショップ
40 10,000

80 2/22 水 18-21 全額徴収 相楽地労協 定期大会 30 10,000

81 3/3 金 11-17 全額徴収 山城南保健所 難病対策地域協議会 25 10,000

82 3/9 木 13-17 全額徴収 山城南保健所 糖尿病重症化予防地域戦略会議 20 8,000

83 3/12 日 13-17 全額徴収
子どもがまんなか木津川市を

つくる会
大演説会 120 8,000

84 3/23 木 13-17 全額徴収 山城広域振興局 消防表彰伝達式 30 8,000

1,986 182,850合　　　　　　計
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相楽郡広域事務組合大谷処理場搬入量の推移について 

 

大谷処理場へのし尿及び浄化槽汚泥の市町村別搬入量の推移は表－１に示すとおりである。 

 

表－１ 市町村別搬入量の推移                （kl） 

市 町 村 名   平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

差 引 増 減 率 

（R4-R3） （差引÷R3×100）％ 

木 津 川 市 

し尿 2,700.07 2,533.40 2,428.41 2,374.96 2,253.11 △ 121.85 △  5.13 

浄化 5,103.76 4,847.06 4,834.78 4,849.36 4,596.73 △ 252.63 △  5.21 

計 7,803.83 7,380.46 7,263.19 7,224.32 6,849.84 △ 374.48 △  5.18 

笠  置  町 

し尿 764.68 751.43 670.04 717.74 727.86 10.12 1.41 

浄化 660.25 601.14 592.5 650.47 639.72 △ 10.75 △  1.65 

計 1,424.93 1,352.57 1,262.54 1,368.21 1,367.58 △ 0.63 △  0.05 

和  束  町 

し尿 778.77 719.67 698.82 684.73 688.66 3.93 0.57 

浄化 1,085.99 1,049.93 1,095.65 1,069.07 1,107.22 38.15 3.57 

計 1,864.76 1,769.60 1,794.47 1,753.80 1,795.88 42.08 2.40 

精  華  町 

し尿 499.51 472.65 466 496.11 487.14 △ 8.97 △  1.81 

浄化 804.77 682.5 640.43 618.54 566.36 △ 52.18 △  8.44 

計 1,304.28 1,155.15 1,106.43 1,114.65 1,053.50 △ 61.15 △  5.49 

南 山 城 村 

し尿 510.96 482.36 467 465.66 448.77 △ 16.89 △  3.63 

浄化 1,167.35 1,147.48 1,208.52 1,364.64 1,331.20 △ 33.44 △  2.45 

計 1,678.31 1,629.84 1,675.52 1,830.30 1,779.97 △ 50.33 △  2.75 

合     計 

し尿 5,253.99 4,959.51 4,730.27 4,739.20 4,605.54 △ 133.66 △  2.82 

浄化 8,822.12 8,328.11 8,371.88 8,552.08 8,241.23 △ 310.85 △  3.63 

計 14,076.11 13,287.62 13,102.15 13,291.28 12,846.77 △ 444.51 △  3.34 
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                                 表－２ 業者別搬入量の推移                    （kl） 

業者名   平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 
差 引 増 減 率 

（R4-R3） （差引÷R3×100）％ 

㈱クリーンサービス山城 

し尿 1,440.62 1,370.14 1,406.20 1,421.02 1,330.32 △  90.70 △  6.38 

浄化 3,027.80 2,820.90 2,722.18 2,644.40 2,553.80 △  90.60 △  3.43 

計 4,468.42 4,191.04 4,128.38 4,065.42 3,884.12 △ 181.30 △  4.46 

㈱  相  楽  清  掃 

し尿 1,593.36 1,498.08 1,401.32 1,369.45 1,340.10 △  29.35 △  2.14 

浄化 2,450.01 2,413.22 2,598.81 2,766.78 2,636.77 △ 130.01 △  4.70 

計 4,043.37 3,911.30 4,000.13 4,136.23 3,976.87 △ 159.36 △  3.85 

(有)  フ  シ  ミ 

し尿 425.4 390.2 367.9 356.8 332.81 △  23.99 △  6.72 

浄化 213.84 199.43 194.65 195.18 195.41 0.23 0.12 

計 639.24 589.63 562.55 551.98 528.22 △  23.76 △  4.30 

相  楽  商  事 

し尿 792.43 736.26 707.5 701.91 709 7.09 1.01 

浄化 586.3 590.2 565.6 557.1 534.4 △  22.70 △  4.07 

計 1,378.73 1,326.46 1,273.10 1,259.01 1,243.40 △  15.61 △  1.24 

大  和  清  掃 

し尿 1,002.18 964.83 847.35 890.02 893.31 3.29 0.37 

浄化 1,516.45 1,431.94 1,385.72 1,520.82 1,459.70 △  61.12 △  4.02 

計 2,518.63 2,396.77 2,233.07 2,410.84 2,353.01 △  57.83 △  2.40 

城 南 衛 生 （株） 

し尿 － － － － － －  －  

浄化 576.4 544.6 545.2 536.6 532.8 △  3.80 △  0.71 

計 576.4 544.6 545.2 536.6 532.8 △  3.80 △  0.71 

平 安 衛 生 環 境 （株） 

し尿 － － － － － －  －  

浄化 451.32 327.82 359.72 331.2 328.35 △  2.85 △  0.86 

計 451.32 327.82 359.72 331.2 328.35 △  2.85 △  0.86 

合      計 

し尿 5,253.99 4,959.51 4,730.27 4,739.20 4,605.54 △ 133.66 △  2.82 

浄化 8,822.12 8,328.11 8,371.88 8,552.08 8,241.23 △ 310.85 △  3.63 

計 14,076.11 13,287.62 13,102.15 13,291.28 12,846.77 △ 444.51 △  3.34 

 

全体の搬入量は下水道による水洗化率の向上により年々減少傾向にある。 

また、各業者の増減要因については、下水道接続に伴う最終くみ取り、清掃が適正に行われてい

ない（清掃期間が１年超）、浄化槽本体の整備による全量の引き抜きなどがあげられる。 

一方、処理形態別人口は表－３に示すとおり、下水道人口が増加し、し尿収集人口が減少している。 
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表－３ 処理形態別人口の推移           （人） 

年 度 
行政区域内 

人 口 

下 水 道 

人 口 

し尿収集 

人 口 

浄化槽人口 
自家処理 

人 口 
 みなし浄化槽

（単独処理） 

合併処理 

浄 化 槽 

平成13 102,948 52,500 28,753 20,286 12,014 8,272 1,409 

平成14 104,926 57,848 26,057 19,870 11,183 8,687 1,151 

平成15 107,216 65,490 22,135 18,583 10,456 8,127 1,008 

平成16 109,186 70,558 20,133 17,802 9,594 8,208 693 

平成17 111,136 74,299 19,020 17,216 8,729 8,487 601 

平成18 112,689 78,371 16,691 17,191 8,376 8,815 436 

平成19 113,839 82,250 14,840 16,521 7,500 9,021 228 

平成20 114,955 85,225 13,974 15,603 6,609 8,994 153 

平成21 116,010 87,814 13,334 14,733 5,705 9,028 129 

平成22 117,200 91,297 11,869 13,930 4,879 9,051 104 

平成23 117,886 93,092 11,093 13,613 4,503 9,110 88 

平成24 118,376 94,845 10,142 13,316 4,308 9,008 73 

平成25 118,603 97,496 8,032 13,020 4,154 8,866 55 

平成26 119,579 99,269 7,538 12,721 3,925 8,796 51 

平成27 120,649 100,945 7,078 12,577 3,708 8,869 49 

平成28 121,565 102,836 6,692 11,994 3,440 8,554 43 

平成29 122,098 103,973 6,548 11,539 3,167 8,372 38 

平成30 122,933 105,411 6,551 10,943 3,134 7,809 28 

令和元 123,391 106,654 5,890 10,819 3,062 7,757 28 

令和2 123,859 107,664 5,478 10,689 2,971 7,718 28 

令和3 123,894 108,161 5,394 10,311 2,783 7,528 28 

令和4 123,874 108,500 5,292 10,056 2,654 7,402 26 

※各市町村の実績人口調査結果 

 

今後の推移として考えられるのは以下のとおりである。 
①下水道での水洗化率の向上による搬入量の減少 
②下水道の普及が見込めない地域の水環境保全を目的とした合併浄化槽整備事業の推進などに
よる浄化槽汚泥量の増加 

③浄化槽を下水道へ切替える際の清掃汚泥の一時的な増加 



R4年度 R3年度 差　引 増減率 R4年度 R3年度 差　引 増減率 R4年度 R3年度 差　引 増減率

2,253.11 2,374.96 △ 121.85 △ 5.1 4,596.73 4,849.36 △ 252.63 △ 5.2 6,849.84 7,224.32 △ 374.48 △ 5.2

727.86 717.74 10.12 1.4 639.72 650.47 △ 10.75 △ 1.7 1,367.58 1,368.21 △ 0.63 △ 0.0

688.66 684.73 3.93 0.6 1,107.22 1,069.07 38.15 3.6 1,795.88 1,753.80 42.08 2.4

487.14 496.11 △ 8.97 △ 1.8 566.36 618.54 △ 52.18 △ 8.4 1,053.50 1,114.65 △ 61.15 △ 5.5

448.77 465.66 △ 16.89 △ 3.6 1,331.20 1,364.64 △ 33.44 △ 2.5 1,779.97 1,830.30 △ 50.33 △ 2.7

4,605.54 4,739.20 △ 133.66 △ 2.8 8,241.23 8,552.08 △ 310.85 △ 3.6 12,846.77 13,291.28 △ 444.51 △ 3.3

【資料－1】
大谷処理場市町村別搬入量実績比較表（令和３・４年度）

単位：ｋℓ、％

区分 し 尿 浄化槽汚泥 合 計

合  計
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市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村



区分

令和３年度 令和４年度 比　率 令和３年度 令和４年度 比　率 令和３年度 令和４年度 比　率

月別 kℓ kℓ ％ kℓ kℓ ％ kℓ kℓ ％

　４月 428.22 422.21 98.60 795.35 658.88 82.84 1,223.57 1,081.09 88.36

　５月 346.26 368.35 106.38 683.28 747.81 109.44 1,029.54 1,116.16 108.41

　６月 419.30 423.03 100.89 780.75 749.68 96.02 1,200.05 1,172.71 97.72

　７月 379.15 338.78 89.35 726.24 710.20 97.79 1,105.39 1,048.98 94.90

　８月 412.24 395.20 95.87 658.74 653.91 99.27 1,070.98 1,049.11 97.96

　９月 364.51 358.04 98.23 608.86 579.25 95.14 973.37 937.29 96.29

１０月 411.60 414.76 100.77 632.16 550.72 87.12 1,043.76 965.48 92.50

１１月 386.05 364.75 94.48 697.28 669.36 96.00 1,083.33 1,034.11 95.46

１２月 447.30 446.72 99.87 693.43 615.51 88.76 1,140.73 1,062.23 93.12

　１月 360.87 341.81 94.72 597.02 600.34 100.56 957.89 942.15 98.36

　２月 395.43 365.90 92.53 742.50 739.87 99.65 1,137.93 1,105.77 97.17

　３月 388.27 365.99 94.26 936.47 965.70 103.12 1,324.74 1,331.69 100.52

合計 4,739.20 4,605.54 97.18 8,552.08 8,241.23 96.37 13,291.28 12,846.77 96.66

平均 394.93 383.80 97.18 712.67 686.77 96.37 1,107.61 1,070.56 96.66

※比率：令和３年度を１００％とした場合の令和４年度の割合。

※H28.6.27　木津川市　緊急券50ℓ含む。

大谷処理場月別搬入量実績（令和３・４年度）　

し　　　尿 浄化槽汚泥 合　　　計
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単位 木津川市 笠置町 和束町 精華町 南山城村 合　計

ｋｍ２ 85.13 23.52 64.93 25.68 64.11 263.37

人 80,026 1,148 3,571 36,648 2,481 123,874

人 71,036 0 2,177 35,287 0 108,500

人 0 0 0 0 0 0

人 5,955 692 808 711 1,890 10,056

人 1,560 209 115 567 203 2,654

人 4,395 483 693 144 1,687 7,402

人 76,991 692 2,985 35,998 1,890 118,556

人 3,021 453 586 641 591 5,292

人 14 3 0 9 0 26

人 3,035 456 586 650 591 5,318

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 2,253.11 727.86 688.66 487.14 448.77 4,605.54

kℓ／年 2,253.11 727.86 688.66 487.14 448.77 4,605.54

kℓ／年 4,596.73 639.72 1,107.22 566.36 1,331.20 8,241.23

kℓ／年 6,849.84 1,367.58 1,795.88 1,053.50 1,779.97 12,846.77

kℓ／年 6,849.84 1,367.58 1,795.88 1,053.50 1,779.97 12,846.77

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 6,849.84 1,367.58 1,795.88 1,053.50 1,779.97 12,846.77

kℓ／年 10.44 4.82 0.00 6.84 0.00 22.10

kℓ／年 6,860.28 1,372.40 1,795.88 1,060.34 1,779.97 12,868.87

ℓ／人／日 2.04 4.40 3.22 2.08 2.08 2.38

ℓ／人／日 2.11 2.53 3.75 2.18 1.93 2.25

令和４年度一般廃棄物処理事業（し尿処理）の状況

項目／市町村名

計
　
画
　
収
　
集
　
人
　
口
　
等

計画収集区域内面積

計画収集区域内人口

水
洗
化
人
口

公共下水道人口

コミニティ・プラント人口

浄化槽人口　

内
訳

みなし浄化槽人口

合併浄化槽人口

水洗化人口     計

非
水
洗
化
人
口

計画収集人口

自家処理人口

非水洗化人口 　計

自 家 処 理 量
（自家処理人口×し尿原単位×365日/1000）

総　排　出　量 

収
 
集
 
形
 
態

相楽郡広域事務
組合によるもの

（し尿）

直　営

委　託

小　計

許可業者によるもの
（浄化槽汚泥）

計

し尿原単位

浄化槽原単位

処
　
理
　
内
　
訳

収
集
し
尿

し尿処理施設
（大谷処理場）

下水道投入

農 地 還 元

そ の 他

小 計
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年　別

市町村別

住民保有枚数
①　※１ 18,890 9,455 9,455 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,331 9,331 9,331 9,283 18,890

還付金② 9,435 0 20 0 0 0 0 0 104 0 0 48 0 9,607
現時点残枚数

①－② 9,455 9,455 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,331 9,331 9,331 9,283 9,283 9,283 1,021,130

住民保有枚数
① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

還付金② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現時点残枚数

①－② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住民保有枚数
① 3,907 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,858 2,858 2,858 2,858 3,907

還付金② 1,033 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1,049

現時点残枚数
①－② 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 314,380

住民保有枚数
① 6,065 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 6,065

還付金② 2,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,843
現時点残枚数

①－② 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 354,420

住民保有枚数
① 2,016 1,232 1,232 1,232 1,232 1,232 1,232 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 2,016

還付金② 784 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 791
現時点残枚数

①－② 1,232 1,232 1,232 1,232 1,232 1,232 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 134,750

住民保有枚数
① 30,878 16,783 16,783 16,763 16,763 16,763 16,763 16,756 16,756 16,636 16,636 16,636 16,588 30,878

還付金② 14,095 0 20 0 0 0 7 0 120 0 0 48 0 14,290
現時点残枚数

①－② 16,783 16,783 16,763 16,763 16,763 16,763 16,756 16,756 16,636 16,636 16,636 16,588 16,588 16,588 1,824,680

※１　住民保有枚数は、平成２４年度末で住民が１１０円券を保有している（はずの）枚数。（住民の未使用分）

※２　令和３年度残高は、H２０.１０に１１０円券を発行してからH２４.３.３１までの累計残高枚数である。

南山城村

合    計

令和４年度
残高（円）

木津川市

笠 置 町

和 束 町

R4.10

精 華 町

R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3 令和４年度残
高（枚）
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令和４年度 し尿くみ取り券（組合発行券・110円券）残高確認表
単位：枚数（110円券＝10ℓ/枚）

R3年度残高
※２

R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9



単位：円

還付金 残  高 還付金 残  高 還付金 残  高 還付金 残  高 還付金 残  高 還付金 残  高

0 0 0 0 130,539 130,539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,539 0 130,539

2,200 △ 2,200 0 0 0 0 0 0 0 130,539 2,200 128,339

12,000 △ 14,200 0 0 0 0 0 0 0 130,539 12,000 116,339

0 △ 14,200 0 0 0 0 0 0 0 130,539 0 116,339

0 △ 14,200 0 0 0 0 0 0 0 130,539 0 116,339

0 △ 14,200 0 0 0 0 0 0 770 129,769 770 115,569

0 △ 14,200 0 0 0 0 8,000 △ 8,000 0 129,769 8,000 107,569

11,440 △ 25,640 0 0 1,760 △ 1,760 0 △ 8,000 0 129,769 13,200 94,369

0 △ 25,640 0 0 0 △ 1,760 0 △ 8,000 0 129,769 0 94,369

0 △ 25,640 0 0 0 △ 1,760 0 △ 8,000 0 129,769 0 94,369

6,352 △ 31,992 0 0 0 △ 1,760 3,200 △ 11,200 0 129,769 9,552 84,817

0 △ 31,992 0 0 0 △ 1,760 0 △ 11,200 0 129,769 0 84,817

31,992 △ 31,992 0 0 1,760 △ 1,760 11,200 △ 11,200 770 129,769 45,722 84,817

2月

3月

R4
残高

8月

9月

10月

11月

12月

R5
1月

年月

R3
残高

4月

5月

6月

7月

令和４年度し尿くみ取り手数料残高確認表

市町村
名 木津川市 笠 置 町 和 束 町 精 華 町 南山城村 合　　計
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単位： ℓ, 円

業者名

年 月 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料

R4.4 125,220 1,602,816 120,200 1,538,560 28,200 360,960 55,800 714,240 92,790 1,187,712 422,210 5,404,288

R4.5 104,220 1,334,016 105,000 1,344,000 27,400 350,720 57,600 737,280 74,130 948,864 368,350 4,714,880

R4.6 120,420 1,541,376 122,050 1,562,240 29,000 371,200 63,000 806,400 88,560 1,133,568 423,030 5,414,784

R4.7 99,780 1,277,184 105,200 1,346,560 27,900 357,120 55,800 714,240 50,100 641,280 338,780 4,336,384

R4.8 117,560 1,504,768 117,500 1,504,000 27,600 353,280 61,200 783,360 71,340 913,152 395,200 5,058,560

R4.9 101,940 1,304,832 108,350 1,386,880 25,900 331,520 60,300 771,840 61,550 787,840 358,040 4,582,912

R4.10 119,920 1,534,976 118,000 1,510,400 25,410 325,248 57,600 737,280 93,830 1,201,024 414,760 5,308,928

R4.11 98,580 1,261,824 102,700 1,314,560 28,200 360,960 61,200 783,360 74,070 948,096 364,750 4,668,800

R4.12 129,180 1,653,504 135,550 1,735,040 28,300 362,240 67,400 862,720 86,290 1,104,512 446,720 5,718,016

R5.1 95,940 1,228,032 89,850 1,150,080 28,900 369,920 55,700 712,960 71,420 914,176 341,810 4,375,168

R5.2 109,740 1,404,672 108,900 1,393,920 27,800 355,840 52,200 668,160 67,260 860,928 365,900 4,683,520

R5.3 107,820 1,380,096 106,800 1,367,040 28,200 360,960 61,200 783,360 61,970 793,216 365,990 4,684,672

合　　計 1,330,320 17,028,096 1,340,100 17,153,280 332,810 4,259,968 709,000 9,075,200 893,310 11,434,368 4,605,540 58,950,912

令和４年度　業者別し尿搬入量及び委託料一覧表

㈱クリーンサービス山城 ㈱相楽清掃 (有)フシミ 相 楽 商 事 大 和 清 掃 合　計
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単位： ℓ, 円

業者名

年 月 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料

R4.4 194,800 389,600 228,990 457,980 15,830 31,660 57,100 114,200 82,500 165,000 59,400 118,800 20,260 40,520 658,880 1,317,760

R4.5 256,900 513,800 217,900 435,800 18,560 37,120 48,500 97,000 145,800 291,600 39,700 79,400 20,450 40,900 747,810 1,495,620

R4.6 223,300 446,600 226,810 453,620 17,060 34,120 46,100 92,200 152,300 304,600 47,100 94,200 37,010 74,020 749,680 1,499,360

R4.7 238,800 477,600 207,280 414,560 15,870 31,740 61,000 122,000 124,800 249,600 40,000 80,000 22,450 44,900 710,200 1,420,400

R4.8 192,600 385,200 228,270 456,540 16,660 33,320 29,300 58,600 134,100 268,200 28,500 57,000 24,480 48,960 653,910 1,307,820

R4.9 161,200 322,400 183,610 367,220 8,040 16,080 37,200 74,400 117,400 234,800 63,000 126,000 8,800 17,600 579,250 1,158,500

R4.10 159,900 319,800 193,750 387,500 12,220 24,440 31,100 62,200 90,400 180,800 47,800 95,600 15,550 31,100 550,720 1,101,440

R4.11 225,000 450,000 238,000 476,000 21,030 42,060 36,000 72,000 70,800 141,600 35,900 71,800 42,630 85,260 669,360 1,338,720

R4.12 201,400 402,800 138,870 277,740 16,480 32,960 55,700 111,400 136,500 273,000 40,700 81,400 25,860 51,720 615,510 1,231,020

R5.1 203,700 407,400 188,590 377,180 9,540 19,080 34,600 69,200 118,200 236,400 29,500 59,000 16,210 32,420 600,340 1,200,680

R5.2 268,000 536,000 229,040 458,080 11,780 23,560 32,000 64,000 85,400 170,800 31,800 63,600 81,850 163,700 739,870 1,479,740

R5.3 228,200 456,400 355,660 711,320 32,340 64,680 65,800 131,600 201,500 403,000 69,400 138,800 12,800 25,600 965,700 1,931,400

合　　計 2,553,800 5,107,600 2,636,770 5,273,540 195,410 390,820 534,400 1,068,800 1,459,700 2,919,400 532,800 1,065,600 328,350 656,700 8,241,230 16,482,460

平安衛生開発㈱ 合　計

令和４年度　業者別浄化槽汚泥搬入量及び投入手数料一覧表

㈱クリーンサービス山城 ㈱相楽清掃 (有)フシミ 相 楽 商 事 大 和 清 掃 城南衛生㈱
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令和４年度 大谷処理場運転維持管理報告 

 

【総 合 評 価】 
令和４年度の施設処理及び運転管理は、基幹的設備改良工事完了後２年目をむかえ、工事完了後の

不具合等が発生しましたが、是正工事などで対応し、適正に業務を行うことができました。 

○搬入量は、12,846.77kℓ（し尿 4,605.54kℓ、浄化槽汚泥 8,241.23kℓ）で、前年度比 444.51kℓ、3.3％

減（し尿 133.66kℓ 減、浄化槽汚泥 310.85kℓ 減）となりました。１日当り 35.20kℓ/日（し尿 12.62kℓ

＋浄化槽汚泥 22.58kℓ）の処理量は、改良後の処理能力である 54.1kℓ/日/4.4 日/週(し尿 17.5kℓ/日、

浄化槽汚泥 36.6kℓ/日)(34kℓ/日、7 日週換算)の約 3.5％の増加となり、搬入量が計画以上で処理が

間に合わないため、山城南保健所と協議の上、月 1回の土・日運転を可能にし、処理を行うことがで

きました。 

○施設整備に係る各種工事、修繕等の施工については、必要最小限の範囲で計画的に実施しました。 

○放流水質については、すべての項目において、法令基準値を満たすことができましたが、さらなる

安定した運転管理を求めていきます。 

○運転管理業務は、京都南部環境事業協同組合に委託をして１８年目を迎え、技術力の向上や効率的

な運転管理が行われ、安定的な運転管理が行われています。 

また、相楽郡広域事務組合は、一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の処理において、統括的な責任を

有しており、委託者として適切な維持管理が行われているか管理監督する必要があることから、引き

続きチェック体制を強化させる必要があります。 
 

【安 全 衛 生】 

安全衛生活動は、コロナ禍感染対策として現場職員の手洗い、うがいの励行、消毒剤の設置や換気を

行い、ソーシャルディスタンスを保ち感染防止に努めることにより、現場職員やその家族内にも感染者

は発生せず、施設の維持管理に影響はありませんでした。防災点検を実施するとともに、資格取得〔危

険物取扱者（乙種４類）などの資格を取得〕にも努めました。 

職員への安全教育の徹底により、無事故・無災害となりました。 

【搬 入 量】                      （単位：kℓ） 
  

令和 4年度 令和 3年度 
増 減 

量 率（％） 

し   尿 4,605.54 4,739.20 △133.66 △2.8 

浄化槽汚泥 8,241.23 8,552.08 △310.85 △3.6 

計 12,846.77 13,291.28 △444.51 △3.3 

 
●市町村別搬入量                                            （単位：kℓ） 

 木津川市 笠 置 町 和 束 町 精 華 町 南山城村 合  計 

し   尿 2,253.11 727.86 688.66 487.14 448.77 4,605.54 

浄化槽汚泥 4,596.73 639.72 1,107.22 566.36 1,331.20 8,241.23 

計 6,849.84 1,367.58 1,795.88 1,053.50 1,779.97 12,846.77 
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【施設管理状況】 

１．前処理設備 

1)破砕機 

破砕能力が低下しているため、整備が必要で

す。 

2)前処理機 

良好な運転状況ですが、1 台であるため、故障 

する前に定期的な整備が必要です。し尿等に接す 

る機器のため整備を充分に行う必要があります。 

 

 

４．高度処理 

1)二層ろ過器 

ろ過器内部充填剤の経年劣化による整備が必

要です。 

2)活性炭吸着塔 

吸着塔内部充填剤を定期的に交換、安定した処

理ですが、電装及び付属機器の経年劣化による整

備が必要です。 

 

２．生物処理設備 

1)流動床 

生物処理は安定的に行っており、良好な処理が

行えていますが、し渣による配管詰まりが頻繁に

発生しています。 

2)脱水機 

改良工事で新設したコンベアを含む脱水機に

不具合が発生しているため是正しています。 

 

５．付帯設備〔電気設備・水源池〕 

 1)電気設備 

基幹的改良工事で更新した流量計に不具合が

発生しているため是正しています。 

2)脱臭設備 

充填剤を定期的に交換し良好な運転状況です

が、ダクトの劣化により結露水が漏れ出すため整

備が必要です。 

3)水源池 

良好な運転状況ですが、送水管が老朽化してい

ます。 

 

３．薬品処理設備 

1)凝集槽 

基幹改良工事を行っていないため、機器の整備

が必要です。 ６．処理水状況 

法令に定める規制項目を満たしています。 

 

【経年維持点検補修】（工事費 1,000 千円以上） 

 
 

 項 目 金 額 期 間 

1 し尿・浄化槽汚泥投入ポンプ（No.2)定期整備 2,153 千円 4/1～4/30 

2 原水ポンプ（No.1)定期整備 1,578 千円 4/1～4/30 

3 現場予備品購入 1,330 千円 5/1～6/30 

4 凝集沈殿槽掻き寄せ機定期整備 1,099 千円 4/1～4/30 
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  30.12.13
 

令和４年度 令和３年度 増  減  額 増 減 率

〔契 約 額〕 円 〔契 約 額〕 円 (R4-R3)円 ％

117,959,600 112,057,000 5,902,600 5.3

② 電 力 費 13,456,000 13,119,000 337,000 2.6

③ 薬 品 費 39,780,000 38,213,000 1,567,000 4.1

④ 水 道 光 熱 費 91,000 97,000  6,000  6.2

⑤ 消 耗 材 費 878,000 828,000 50,000 6.0

⑥ 委 託 費 1,444,000 1,444,000 0 0.0

経 年 維 持
補 修 費

⑧ 間 接 業 務 費 2,278,000 2,149,000 129,000 6.0

102,624,247 97,459,856 5,164,391 5.3

⑨ 一 般 管 理 費 4,612,012 4,411,142 200,870 4.6

 259  998 739 －

107,236,000 101,870,000 5,366,000 5.3

10,723,600 10,187,000 536,600 5.3

0 1,283,260  1,283,260  100.0

●令和4年度（委託料）

金　額（円）

621,500

6,433,020

1,570,800

6,741,168

92,400

288,640

25,500

2,200,000

5,170,000

　トラックスケール法定検査
業務

大谷処理場大型はかり検査手数料等
（一般社団法人京都府計量協会）

　長期包括的運営業務委託
見積精査業務

長期包括的運営業務委託見積精査業務委託料
（一般財団法人 日本環境衛生センター）
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　精密機能検査業務
大谷処理場精密機能検査業務委託料
（株式会社環境技術研究所）

15,400円/台　102台処分（三重中央開発㈱、京都南部
環境事業協同組合）

　脱水汚泥処分業務
20,900円/t　　307.52t処分（三重中央開発㈱）
※伊賀市環境保全負担金314,000円含む

　し渣運搬業務
15,400円/台　　6台処分（三重中央開発㈱、京都南部
環境事業協同組合）

　し渣処分業務 44,000円/t　6.56ｔ処分（三重中央開発㈱）

経年維持補修費 緊急時対応予備分

組
合
直
営

項　　目 備　　考

　水質・脱水汚泥分析業務
水質：舞鶴厚生㈱484,000円
し尿汚泥分析：舞鶴厚生㈱137,500円

　清掃汚泥運搬処分業務 66,000円/ｔ　　97.47ｔ処分（八光海運㈱）

　脱水汚泥運搬業務

安全衛生費、通信連絡費、旅費
交通費、法定福利費

小　　計

（①～⑥＋⑧）×5％

千円止（調整）

計

消　費　税　等
（10％）

油、オイル、塗料等

電気保安協会、消防用設備等点検、昇降機、
機械警備、床清掃、自動ドア、空調機、昇降
機法定点検

⑦ 10,384,000 9,237,000 1,147,000 12.4 設備機器の補修
（特に連続運転の機器）

6.0
統括責任者1名、主任技術者1名
技師4名、技師補助（事務）1名

処理場、水源池

硫酸バンド、活性炭、重油等

水道、プロパンガス

契  約  額

① 人 件 費 34,313,247 32,372,856 1,940,391

令和４年度　大谷処理場運転維持管理業務委託契約額比較表

相楽郡広域事務組合

項　目 備　  考



（相楽郡広域事務組合大谷処理場）

  項    目 単位

放 流 水 量
月 平 均 値

水 素 イ オ ン
濃度（pH）

生物化学的酸素

要求量（BOD）

化 学 的 酸 素
要求量（COD）

浮 遊 物 質 量
（SS）

全 窒 素 mg/ℓ 10

全 り ん mg/ℓ 1

大 腸 菌 群 数 個/cm3 3,000

色 度 度 30

※水量：運転管理月報（２）による

※水質分析機関：舞鶴厚生株式会社

＜1 ＜1 ＜1

0

3 ＜1 2 ＜1 ＜1 1 ＜1 ＜1 ＜1

0 0 0 0 0 0

0.017 0.019 0.019 0.021 0.066

0 0 0 0 0

2.2 2.7 1.4

0.024 0.025 0.016 0.027 0.026 0.021 0.034

3.0 2.4 2.7 1.9 2.1 5.3 2.8 1.9 1.6

＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 10

20

mg/ℓ ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1

0.8 1.0 1.3 0.6 1.0 1.3

＜0.5 10

mg/ℓ 0.8 1.0 1.1 0.7 0.9 1.0

＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

7.2 7.5 5.8～8.6

mg/ℓ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

7.4 7.2 7.8 7.1 7.1 7.4

35.8 46.2 45.4 71.8

水
　
　
　
　
質

7.8 7.4 7.2 7.9

46.8 47.7 39.0 38.5 41.1 46.8

１１月 １２月 1月 ２月 ３月

水
量

㎥/日 50.4 46.8 52.1

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

令和４年度　放流水量・水質分析表

　　　　　　　年／月
令和４年 令和５年

自主基準値

４月
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計画処
理量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

計画処
理量 比率

搬入実
績量 比率

kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％ kℓ/日 ％

37.8 49.74 23.7 57.52 21.5 55.70 22.6 57.95 21.4 55.44 21.7 58.65 20.2 55.50 20.7 59.31 19.9 55.43 20.4 60.00 19.8 54.39 19.2 60.57 18.8 53.41

3.4 4.47 4.1 9.95 3.6 9.33 4.0 10.25 3.9 10.10 3.9 10.54 3.7 10.16 3.8 10.89 3.5 9.75 3.8 11.18 3.7 10.16 3.6 11.36 3.7 10.51

5.5 7.24 5.4 13.11 5.0 12.95 5.1 13.08 5.1 13.21 4.8 12.97 4.8 13.19 4.5 12.89 4.9 13.65 4.3 12.65 4.8 13.19 3.9 12.30 4.9 13.92

21.0 27.63 4.1 9.95 3.8 9.84 3.6 9.23 3.6 9.33 3.1 8.38 3.2 8.79 2.6 7.45 3.0 8.36 2.3 6.76 3.1 8.52 2.1 6.62 2.9 8.24

8.3 10.92 3.9 9.47 4.7 12.18 3.7 9.49 4.6 11.92 3.5 9.46 4.5 12.36 3.3 9.46 4.6 12.81 3.2 9.41 5.0 13.74 2.9 9.15 4.9 13.92

76.0 100.00 41.2 100.00 38.6 100.00 39.0 100.00 38.6 100.00 37.0 100.00 36.4 100.00 34.9 100.00 35.9 100.00 34.0 100.00 36.4 100.00 31.7 100.00 35.2 100.00

◎処理規模
　既　設：76kℓ/日
　改良後：54.1kℓ/日/4.4日/週(し尿17.5kℓ/日、浄化槽汚泥36.6kℓ/日)(34kℓ/日、7日週換算)

精 華 町

令和３年度

(2021年)

し尿処理分担金根拠資料（処理規模）

区分
平成１３年度

(2001年)
平成２９年度
(2017年)

平成３０年度
(2018年)

令和元年度

(2019年)
令和２年度

(2020年)
令和４年度

(2022年)

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

32kℓ/日34kℓ/日

南山城村

合  計

中間処理
施設必要
規　　模

76kℓ/日 42kℓ/日 39kℓ/日 37kℓ/日 35kℓ/日
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H21年度
（H22.3）

32 300 304 291 315 364 392 375 340 366 410 386 431 421 4,727 63.8

0 11 5 8 5 5 6 1 3 5 4 6 9 6 74 1.0

0 24 12 13 8 15 16 11 17 15 10 11 16 15 183 2.5

8 134 130 127 143 150 162 169 182 176 215 179 141 157 2,073 28.0

2 25 16 12 14 12 17 9 13 12 7 6 6 17 168 2.2

42 494 467 451 485 546 593 565 555 574 646 588 603 616 7,225 97.5

1 12 6 15 7 10 18 10 13 18 17 18 22 18 185 2.5

43 506 473 466 492 556 611 575 568 592 663 606 625 634 7,410 100.0

電 話 29 352 333 335 360 426 467 442 466 425 529 515 491 507 5,677 76.6

来 所 14 154 140 131 132 130 144 133 102 167 134 91 134 127 1,733 23.4

小　　計

そ の 他

合　　計

比率

精 華 町

南山城村

H28年度 H29年度 H30年度
市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

合　計 割　合

相楽消費生活センター相談件数の推移

（単位：件、％）

年　度
H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 R2年度R1年度 R3年度 R4年度

352
333 335

360

426

467
442

466

425

529
515

491
507

154
140 131 132 130

144 133

102

167

134

91

134 127

506

473 466
492

556

611

575 568
592

663

606
625 634

0

100

200

300

400

500

600

700

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

相楽消費生活センター相談件数の推移

電話

来所

計

※平成２１年度は

平成２２年３月１日～
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【資料－1】

相楽消費生活センター相談件数比較表（令和３・４年度）

単位：件、％

区分

市町村名 R4年度 R3年度 差引 増減率 R4年度 R3年度 差引 増減率 R4年度 R3年度 差引 増減率

木津川市 329 326 3 0.9 92 105 △ 13 △ 12.4 421 431 △ 10 △ 2.3

笠 置 町 5 9 △ 4 △ 44.4 1 0 1 皆増 6 9 △ 3 △ 33.3

和 束 町 10 12 △ 2 △ 16.7 5 4 1 25.0 15 16 △ 1 △ 6.3

精 華 町 131 120 11 9.2 26 21 5 23.8 157 141 16 11.3

南山城村 16 5 11 220.0 1 1 0 0.0 17 6 11 183.3

小　計 491 472 19 4.0 125 131 △ 6 △ 4.6 616 603 13 2.2

そ の 他 16 19 △ 3 △ 15.8 2 3 △ 1 △ 33.3 18 22 △ 4 △ 18.2

合　計 507 491 16 3.3 127 134 △ 7 △ 5.2 634 625 9 1.4

電　　話 来　所 合　計
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年月

R4  R5

 種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 割合

電話 42 22 24 20 31 31 30 29 29 31 28 12 329

来所 5 6 4 7 6 10 7 8 11 4 13 11 92

計 47 28 28 27 37 41 37 37 40 35 41 23 421 66.4

電話 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5

来所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

計 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 6 0.9

電話 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 1 10

来所 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5

計 0 2 1 0 2 0 3 2 0 1 1 3 15 2.4

電話 10 8 13 4 16 14 12 8 12 14 6 14 131

来所 6 1 2 2 4 2 2 1 2 1 0 3 26

計 16 9 15 6 20 16 14 9 14 15 6 17 157 24.8

電話 0 0 4 3 3 1 1 2 0 0 1 1 16

来所 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

計 0 0 4 3 4 1 1 2 0 0 1 1 17 2.7

電話 53 31 42 28 53 46 46 40 42 46 35 29 491

来所 11 8 6 9 11 12 9 10 14 5 14 16 125

計 64 39 48 37 64 58 55 50 56 51 49 45 616 97.2

電話 2 1 0 0 1 1 2 4 1 2 0 2 16

来所 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

計 2 1 1 0 1 1 2 5 1 2 0 2 18 2.8

電話 55 32 42 28 54 47 48 44 43 48 35 31 507 80.0

来所 11 8 7 9 11 12 9 11 14 5 14 16 127 20.0

計 66 40 49 37 65 59 57 55 57 53 49 47 634 100.0

20 19 22 20 22 20 20 20 20 19 19 22 243

3.3 2.1 2.2 1.9 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.6 2.1 2.6

※平成２５年度から巡回相談廃止
※平成３０年度から相談員２人体制

精 華 町

南山城村

令和4年度 相楽消費生活センター相談受付表

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

そ の 他

合　　計

相　談　日　数

１日当たりの件数

※令和２年４月１６日～５月３１日来所相談一時停止

単位：件、％

小　　計
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件数 件数
① Ａ 00 商品一般 77 10 土地・建物・設備一般 1

10 食料品一般 1 20 土地 3
21 穀類 0 31 建物一般 0
22 魚介類 5 32 集合住宅 17
23 肉類 1 33 戸建住宅 14
24 乳卵類 1 34 他の建物 2
25 野菜・海草 2 40 住宅構成材 1
26 油脂・調味料 0 51 空調・冷暖房・給湯設備 5
31 果物 0 52 衛生設備 6
32 菓子類 0 53 屋外装備品 0
33 飲料 6 54 他の住宅設備 2
34 酒類 0 Ｊ 00 他の商品 2
40 調理食品 0 Ｐ 00 役務一般 2
51 健康食品 15 10 金融・保険一般 0
52 食料品その他 0 20 生命保険 6
10 住居品一般 0 30 損害保険 2
21 食生活機器 4 35 その他の保険 0
22 食器・台所用品 7 70 預貯金・証券等 2
23 洗濯・裁縫道具 1 75 デリバティブ取引 2
24 掃除用具 2 76 ファンド型投資商品 9
25 洗浄剤等 0 80 融資サービス 8
31 空調・冷暖房機器 8 90 他の金融関連サービス 15
32 家具・寝具 8 70 運輸・輸送サービス一般 1
33 室内装備品 1 71 旅客運送サービス 2
34 照明器具 1 72 郵便・貨物運送サービス 3
40 他の住居品 4 80 放送・通信サービス一般 1
10 光熱水品一般 0 81 電報・固定電話 5
20 電気 7 82 移動通信サービス 17
30 ガス 0 84 インターネット通信サービス 19
40 石油 0 85 放送 6
50 水道 1 10 教育一般 0
60 他の光熱水品 1 20 学校教育 2
10 被服品一般 1 30 補習教育 1
20 和服 0 40 他の教育 0
31 洋服一般 0 10 教養・娯楽一般 0
34 子供洋服 1 20 旅行代理業 1
35 洋装下着 2 30 宿泊施設 2
36 紳士・婦人洋服 21 40 教育・講座 9
41 履物 3 50 観覧・観賞 2
42 かばん 7 55 娯楽配信サービス 5
43 アクセサリー 5 57 ソフトウェアライセンス 2
44 他の身の回り品 1 60 各種会員権 0
50 生地・糸類 0 70 他の教養・娯楽 17
60 他の被服品 0 10 保健・福祉一般 0
10 保健衛生品一般 0 21 医療 6
20 医薬品 5 22 理美容 13
30 医療用具 5 23 浴場 0

③ 40 化粧品 37 24 衛生サービス 6
50 理美容器具・用品 2 25 健康関連サービス 1
60 他の保健衛生品 5 31 保育 0
10 教養娯楽品一般 0 32 老人福祉・サービス 0
20 文具・事務用品 0 40 他の保健・福祉 1
21 ﾊﾟｿｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ関連用品 7 10 外食・食事宅配 0
25 電話機・電話機用品 6 20 冠婚葬祭 1
30 学習教材 0 30 家事サービス 0
40 書籍・印刷物 4 40 役務その他 28
50 音響・映像製品 9 15 内職・副業一般 0
60 スポーツ用品 3 30 自動販売機 0
71 カメラ類 0 40 内職・副業 7
72 時計 5 50 無限連鎖講 1
73 他の光学機器 0 Ｘ 00 他の行政サービス 7
80 玩具・遊具 5 10 消費者運動（消費者問題一般） 0
91 楽器 1 20 家庭管理 0
92 他の教養娯楽品 6 30 健康管理 0
10 車両・乗り物一般 0 40 相隣関係 3
20 自動車 13 50 慣習・しきたり 0

 30 自動車用品 2 60 婚姻 0
40 自転車・用品 3 70 相続 5
50 運搬用具 0 80 相談その他 48 ②
60 他の乗り物 1 634

※PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）により集計

Ｗ

Ｚ

合　計

Ｄ

Ｓ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｔ

Ｕ

Ⅴ

令和４年度 消費生活相談（商品別分類） 統計データ
（４月～３月分）

相楽消費生活センター

ｺｰﾄﾞNo 内　　容 ｺｰﾄﾞNo 内　　容

Ｉ

Ｂ

Ｑ

Ｃ

Ｒ
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　　相楽消費生活センター・京都府消費生活安全センター
　　・京都府山城広域振興局相談件数実績（令和４年度）

種　別

市町村等 人人人 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合

木津川市 80,026 64.6 421 66.4 135 65.2 6 75.0 562 66.2

笠 置 町 1,148 0.9 6 0.9 4 1.9 0 0.0 10 1.2

和 束 町 3,571 2.9 15 2.4 11 5.3 0 0.0 26 3.1

精 華 町 36,648 29.6 157 24.8 48 23.2 2 25.0 207 24.4

南山城村 2,481 2.0 17 2.7 3 1.5 0 0.0 20 2.3

相楽郡
（町村不明）

0 0.0 6 2.9 0 0.0 6 0.7

その他※ 18 2.8 18 2.1

合　　計 123,874 100.0 634 100.0 207 100.0 8 100.0 849 100.0

※その他：相楽地域以外・地域不明

50

単位：件、％

R5.3.31人口 相楽消費生活センター 京都府消費生活安全センター 京都府山城広域振興局 合　計



①＜一般・高齢者＞

回 月日・参加者数 時間 市町村名 場　所 相談員 職　員 申請日 報告日

４月２０日（水）

参加者：２０人

６月１３日 (月）

参加者：６人

６月１５日（水）

参加者：１７人

６月１７日（金）

参加者：６人

７月５日 (火)＊変更

参加者：４人

６月２３日（木）

参加者：１５人

６月２７日 (月)

参加者：１１人

８月１０日（水）

参加者：１２人

１１月２７日(日)

参加者：１７人

３月１７日(金)予定

参加者：１６人

 10回参加者数：124人+α( 団体）

②＜学校・教育委員会＞

回 月日・参加者数 時間 市町村名 場　所 相談員 職　員 申請日 報告日

５月１８日(水)

参加者：４２人

５月２３日(月)

参加者：３１人

６月　３日(金)

参加者：１９人

６月　７日(火)

参加者：１０３人

６月　９日(木)

参加者：１０３人

６月２１日(火)

参加者：４２人

７月１日(金)

参加者：４８人

７月１１日(月)

参加者：７４人

14:00～
16:00

南加茂台９丁目地区
会(上月俊行)

木津川市
（高齢者がだまされやすい
ので）悪質商法にご用心！

南加茂台第４集
会所

渡邊相談員 國子センター長 8/29

13～
14

8:55～
12:25

精華町立山田荘小学
校(４年2クラス）90
分×２授業

精華町
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

精華町立山田荘
小学校

渡邊相談員 6/9

渡邊相談員 6/20

11～
12

10:45～
12:20

木津川市立相楽台小
学校(４年2クラス）
90分×２授業

木津川市 環境についての学習(総合)
木津川市立相楽
台小学校

渡邊相談員 5/13

渡邊相談員 5/2

渡邊相談員 5/23

12/69

木津高等学校(３
年）50分授業

京都府
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

木津高等学校

4
10:45～
12:35

木津高等学校(２
年）　50分授業

京都府
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

木津高等学校

5～7
8:50～10:40
10:50～12:40
13:40～15:30

木津川市立木津中学
校(３年3クラス）
100分×３授業

木津川市
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

木津川市立木津
中学校

15～
16

8:55～
12:25

木津川市立木津南中
学校(３年2クラス）
90分×２授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
南中学校

4/271
13:30～
15:00

木津川市視覚障がい
者社会教育研修会
（50代～）

木津川市

身近な消費生活トラブル
（悪質な消費生活トラブ
ル）とエシカル消費につい
て

木津川市庁舎北
別館

渡邊相談員 4/4

10
15:00～
15:30

南山城村民生児童委
員協議会

南山城村
消費者被害と悪質商法に気
をつけて

やまなみホール研
修室

渡邊相談員

3
10:45～
12:35

テ　ー　マ

令和４年度消費生活出前講座実績

令和５年３月３１日

テ　ー　マ

3/20

飛鳥路区集会所 渡邊相談員 6/7

6/7

7/11

7/14

笠置町
高齢者がだまされやすい特
殊詐欺についての注意喚起

1～2
10:45～
12:20

木津川市立相楽台小
学校(４年２クラ
ス）90分授業

木津川市
環境についての学習(総
合)・地球温暖化とSDGs

高齢者がだまされやすい特
殊詐欺についての注意喚起

6
13:30～
15:00

笠置町社会福祉協議
会（南部）

笠置町
高齢者がだまされやすい特
殊詐欺について

2
13:30～
15:00

笠置町社会福祉協議
会（飛鳥路）

木津川市立相楽
台小学校

渡邊相談員

3
9:30～
11:00

笠置町社会福祉協議
会（北部）

笠置町
高齢者がだまされやすい特
殊詐欺についての注意喚起

北笠置公民館

4
13:30～
15:00

笠置町社会福祉協議
会（東部）

笠置町
高齢者がだまされやすい特
殊詐欺についての注意喚起

東部区集会所 渡邊相談員

5
13:30～
14:30

笠置町社会福祉協議
会（切山）

笠置町
高齢者がだまされやすい特
殊詐欺についての注意喚起

切山区集会所 渡邊相談員

産業振興会研修
室

渡邊相談員

7/11

7/11

渡邊相談員 6/3

渡邊相談員 6/7

6/7

8/25

5/13

1/30

6/2 7/11

7/11

6/7 7/11西部区集会所 渡邊相談員

8
10:10～
11:00

笠置町民生児童委員
協議会定例会

笠置町 SDGｓと悪質商法 つむぎテラス 渡邊相談員

13:30～
15:00

笠置町社会福祉協議
会（西部）

笠置町7

8～
10

8:50～10:40
10:50～12:40
13:40～15:30

木津川市立木津中学
校(３年3クラス）
100分×３授業

木津川市
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

木津川市立木津
中学校

渡邊相談員 6/3
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７月１３日(水)

参加者：７４人

７月１４日(木)

参加者：７４人

７月１５日(金)

参加者：７５人

９月８日(木)

参加者：１５３人

９月９日(金)

参加者：１５３人

９月１３日(火)

参加者：６２人

９月２０日(火)

参加者：７５人

９月２１日(水)

参加者：１１１人

９月２２日(木)

参加者：１１１人

１１月４日(金)

参加者：１２０人

１１月８日(火)

参加者：１１９人

１１月１７日(木)

参加者：６３人

１１月１８日(金)

参加者：５１人

１１月２４日(木)

参加者：８２人

１２月１５日(木)

参加者：７６人

１２月１９日(月)

参加者：６２人

１２月２０日(火)

参加者：６２人

１２月２１日(水)

参加者：６２人

１月１９日(木)

参加者：２８人

１月２６日(木)

参加者：５１人

63
14:00～
15:35

木津川市立南加茂台
小学校(4年1クラ
ス）90分

木津川市
SDGs学習ゲーム授業から
SDGsを学ぶ

木津川市立南加
茂台小学校

渡邊相談員 12/23

61～
62

8:30～
12:10

木津川市立城山台小
学校(5年2クラス）
90分×2授業

木津川市
フードマイレージお買い物
ゲームで温暖化防止

木津川市立城山
台小学校

渡邊相談員 12/5

51～
53

9:40～
12:20

精華町立精華台小学
校(5年3クラス）45
分×3授業

精華町 お金について学ぶ
精華町立精華台
小学校

渡邊相談員 11/10

44～
46

9:45～
12:20

木津川市立木津中学
校(2年3クラス）45
分×3授業

木津川市
〝中２SDGsフードマイレー
ジ、エシカル消費″（総合
学習）

木津川市立木津
中学校

渡邊相談員 10/27

64～
65

8:40～
12:20

木津川市立相楽台小
学校(5年2クラス）
90分×2授業

木津川市
生活を支えるお金と物「お
金の使い方について」学ぶ

木津川市立相楽
台小学校

渡邊相談員 1/13

35～
37

9:55～
12:45

木津川市立木津南中
学校(３年2クラス）
45分×3授業

木津川市
〝かしこい消費者になろう
‐キャッシュレスについ
て″（技術・家庭科）

木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 8/27

33～
34

9:55～
11:45

木津川市立木津南中
学校(３年3クラス）
45分×2授業

木津川市
〝かしこい消費者になろう
‐キャッシュレスについ
て″（技術・家庭科）

木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 8/27

17～
18

8:55～
12:25

木津川市立木津南中
学校(３年2クラス）
90分×２授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 6/20

木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員

65回参加者数：2,126人(8小学校27クラス731人･　2中学校36クラス1,345人・高校2クラス50人）

7/28環境教育についての学習
9:45～
14:05

木津川市立木津南中
学校(2年4クラス）
45分×4授業

木津川市
27～
30

19～
20

8:55～
12:25

木津川市立木津南中
学校(３年2クラス）
90分×２授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 6/20

21～
22

8:55～
12:25

木津川市立木津南中
学校(３年2クラス）
90分×２授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 6/20

23～
26

9:45～
14:05

木津川市立木津南中
学校(2年4クラス）
45分×4授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 7/28

31～
32

10:50～
15:30

木津川市立木津川台
小学校(４年2クラ
ス）90分×２授業

木津川市 環境教育についての学習
木津川市立木津
川台小学校

渡邊相談員 8/25

38～
40

9:55～
12:45

木津川市立木津南中
学校(３年3クラス）
45分×3授業

木津川市
〝かしこい消費者になろう
‐キャッシュレスについ
て″（技術・家庭科）

木津川市立木津
南中学校

渡邊相談員 8/27

41～
43

9:45～
12:20

木津川市立木津中学
校(2年3クラス）45
分×3授業

木津川市
〝中２SDGsフードマイレー
ジ、エシカル消費″（総合
学習）

木津川市立木津
中学校

渡邊相談員 10/27

47～
48

8:55～
12:25

木津川市立木津川台
小学校(４年2クラ
ス）90分×2授業

木津川市
環境教育についての学習
(フードマイレージ）

木津川市立木津
川台小学校

渡邊相談員 11/9

49～
50

8:50～
12:20

木津川市立高の原小
学校(4年2クラス）
90分×2授業

木津川市
環境教育についての学習
(SDGs持続可能な社会）

木津川市立高の
原小学校

渡邊相談員 11/7

54～
56

8:40～
14:55

木津川市立相楽小学
校(6年3クラス）90
分×3授業

木津川市
SDGsボートゲームとSDGｓに
ついて

木津川市立相楽
小学校

渡邊相談員 12/1

57～
58

8:30～
12:10

木津川市立城山台小
学校(5年2クラス）
90分×2授業

木津川市
フードマイレージお買い物
ゲームで温暖化防止

木津川市立城山
台小学校

渡邊相談員 12/5

59～
60

8:30～
12:10

木津川市立城山台小
学校(5年2クラス）
90分×2授業

木津川市
フードマイレージお買い物
ゲームで温暖化防止

木津川市城山台
小学校

渡邊相談員 12/5

52



③＜見守りネットワーク＞

回 月日・参加者数 時間 団　体　名 市町村名 場　所 相談員 職　員 申請日 報告日

９月２０日(火)

参加者： 25 人

３月１５日(水)

参加者： 25 人

 2回参加者数：50人+α( 団体） 0 國子主幹 0

●市町村毎の申込み状況

市町村 申込件数 実績（見込）件数 割　合

木津川市 60 60（1） 77.9%

笠 置 町 7 ７（0） 9.1%

和 束 町 2 2（0） 2.6%

精 華 町 5 5（0） 6.5%

南山城村 1 1（0） 1.3%

その他：京都府立木津高校 2 2（0） 2.6%

計 77 77（0） 100.0%
                                                                                    (　):土日祝・時間外

9/211
14:30～
15:00

和束町民生児童委員
協議会

和束町
消費者被害の現況と成年年
齢引き下げについて

和束商工会研修
室

渡邊相談員 8/25

2
14:00～
15:00

和束町民生児童委員
協議会

和束町 3/23渡邊相談員 1/19
消費者被害の現況と注意す
る要点

人権ふれあいセ
ンター

テ　ー　マ
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5.3.31

番号

1 4月11日 「消費生活フェスタ2022」担当者会議 相楽会館
行政職員
相談員

2 4月19日 情報交換会・消費生活に関する研修会 京都テルサ 相談員

3 4月20日 令和４年度市町村消費者行政担当課長会議 京都テルサ 行政職員

4 5月17日 情報交換会・消費生活相談員研修 京都テルサ 相談員

5 5月29日 第５３回京都消費者大会 京都経済センター 相談員

6 6月6日～8日 インターネット取引に関する消費者トラブル
国民生活センター相模原研修施
設

相談員

7 6月21日 情報交換会・消費生活に関する研修会 京都テルサ 相談員

8 6月30日 だまされない消費者になるために 京都経済センター
行政職員
相談員

9 7月22日 情報交換会・苦情処理研究会 京都テルサ 相談員

10 7月28日～29日 若年者を取り巻く最新の消費者被害 鳴門合同庁舎 行政職員

11 8月23日 情報交換会 オンライン 相談員

12 9月17日
情報交換会及び京都府消費生活行政担当者・ 消費生活相談員等
研修

京都テルサ 相談員

13 10月18日 情報交換会 オンライン 相談員

14 10月28日 インターネット取引に関する消費者トラブル 石川県庁 相談員

15 11月15日
情報交換会及び京都府消費生活行政担当者・ 消費生活相談員等
研修

京都テルサ 相談員

16 12月9日 令和５年度消費者啓発にかかる協議 京都テルサ
事務局
相談員

17 12月23日 情報交換会・苦情処理研究会 京都テルサ 相談員

18 2月8日～10日 最新のネットトラブルと相談対応＜東京＞ 連合会館 相談員

19 2月21日 消費生活行政担当者・消費生活相談員等研修会 京都テルサ 相談員

20 3月22日 情報交換会及び苦情処理研究会 京都テルサ 相談員

令和４年度消費生活センター関係会議・研修出席状況

月　　日 内　　　　　容 場　　所 出席者
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令和４年度 消費生活講座開催状況 

 

 

  

  

 

 

第１回 9 月 29 日（木）                  第１回 9 月 29 日（木） 

テーマ：「あなたの考えるＳＤＧｓって何だろう？」      テーマ：「悪い奴らに騙されないで！」 

講 師：相楽消費生活センター 消費者教育・啓発担当        ～特殊詐欺の現状と対策～ 

消費生活相談員 渡邊 孝子                   講 師：京都府木津警察署生活安全課 

生活安全係 警部補 市場智也氏 

                                                      

 

 

 

     

                        

     

 

 

第２回 10 月 18 日（火）               第３回 10 月 20 日（木） 

テーマ：「地元のＳＤＧｓを体験してみよう」        テーマ：～コロナ禍でネット通販の利用が 

小嶋織物工場見学＆茶問屋ストリート           増えた今、改めて知りたい～ 

＆福寿園資料館   案内人：山城織物協同組合    「ネット・スマホとの賢い付き合い方」                             

     代表理事 森本 昌利 氏          講  師：一般社団法人ＥＣ ネットワーク 理事 原田 由里 氏 

                                       

 

 

 

  

第４回 10 月 27 日（木）                      第４回 10 月 27 日（木） 

テーマ：お茶の生産者からの声                         テーマ：茶香服体験 

講  師：和茶園代表、ほっこりサークル代表、         講  師：日本茶インストラクター・リーダー 

手揉み教師 植田 修 氏                茶育指導士 中山 美雪 氏ほか２人  
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年 度

項 目

基　金　額


（剰余金積立金）

基金繰入金 2,119千円 2,397千円 2,462千円 3,748千円 704,563千円

基金運用益 1,397千円 710千円 708千円 1,632千円 172千円

休日応急診療所収入 19,107千円 15,037千円 15,380千円 24,615千円 39,901千円

そ  の  他 4,648千円 5,293千円 4,536千円 2,263千円 9,951千円

歳　 入 　計 27,271千円 23,437千円 23,086千円 32,258千円 754,587千円

歳 　出 　計 21,979千円 20,657千円 22,611千円 27,540千円 733.328千円

広域情報発信事業
（組合ホームペー
ジ）〔継続〕
171千円

広域情報発信事業
（組合ホームペー
ジ）〔継続〕
172千円

広域情報発信事業
（組合ホームペー
ジ）〔継続〕
174千円

広域情報発信事業
（組合ホームペー
ジ）〔継続〕
173千円

広域情報発信事業
（組合ホームペー
ジ）〔継続〕
174千円

第26回相楽の文化を
創るつどいの開催
〔継続〕
235千円

第27回相楽の文化を
創るつどいの開催
〔継続〕
0千円

第28回相楽の文化を
創るつどいの開催
〔継続〕中止
― 千円

第29回相楽の文化を
創るつどいの開催
〔継続〕中止
― 千円

第30回記念相楽の文
化を創るつどいの開
催〔継続〕
0千円

「お茶の京都」を活
用した広域観光事業
〔新規〕
3,000千円

「お茶の京都」を活
用した広域観光事業
〔継続〕
3,000千円

「お茶の京都」を活
用した広域観光事業
〔継続〕
3,000千円

「お茶の京都」を活
用した広域観光事業
〔継続〕3,000千円

「お茶の京都」を活
用した広域観光事業
〔継続〕3,000千円

第３次相楽地区ふる
さと市町村圏計画
（増刷）〔継続〕
50千円

相楽会館改築等計画
策定業務〔新規〕
2,200千円

ふるさと市町村圏振
興事業30年のあゆみ
作成等〔新規〕
1,556千円

相楽休日応急診療所
の管理運営
18,523千円

相楽休日応急診療所
の管理運営
17,485千円

相楽休日応急診療所
の管理運営
19,437千円

相楽休日応急診療所
の管理運営
22,167千円

相楽休日応急診療所
の管理運営
28,598千円

ふるさと市町村圏振
興事業基金の返還
700,000千円

備　　　考

　１１１１１１１１
１１１１１１
・第３次計画
初年度　　１１１１
１１１１１１１１１
１１１１１１１１１
１１１１１１
１１１１１１１
１１１１１１１
・基金7億円
（年0.2％、1年JA京
都やましろ）　　１
１１１１　１１１１
１１１１１１１１１
１
１１１１１１１
１１１１１１１
１１１１１１１

１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
１１１１１１１１
・基金7億円
（年0.145％、3年JA
京都やましろ3,045千
円/3年）
・実績（見積徴取後）

基金7億円
（年0.145％、3年JA
京都やましろ3,045千
円/3年）

　１１１１１１１１
・第３次計画
最終年度
・基金7億円
（年0.001％、1年(普
通預金)で試算：7千
円/年）
・基金7億円
（年0.025％、360日
JA京都やましろ：172
千円/年）　１１１
・基金7億円（出資金
（6億3,000万円）、
府補助金（7,000万
円）返還（R5.3.31）
・組合規約の変更
（ふるさと市町村圏
事業の廃止等）

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金の運用状況及び事業実績

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

基　金　額 700,000千円 700,000千円 700,000千円 700,000千円 0千円

事  業  名
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13,170千円 10,773千円 8,311千円 4,563千円 0千円
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令和４年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業実績報告書 

 

 

事  業  名 事    業    内    容 
事業費 

千円 

ホームペー

ジの管理運

営 

ホームページの管理運営 

・コンテンツの充実 

・新着情報 

174 

第３０回 

記念相楽の

文化を創る

つどい 

第１回実行委員会  ４月２１日 第５回実行委員会 １月２７日 

第２回実行委員会  ７月１９日 リハーサル    ３月 ４日 

第３回実行委員会 １０月２１日 本   番    ３月 ５日 

第４回実行委員会 １２月１６日 反 省 会    ３月２９日 

○日 時：令和５年３月５日（日）１２：００～１６：００ 

○場 所：南山城村文化会館 やまなみホール 

○舞台発表：１０団体（９０人出演）、参加者２００人 

○主 催：第３０回記念相楽の文化を創るつどい実行委員会 

○協 賛：ＫＣＮ京都 

○後 援：相楽郡広域事務組合（木津川市・笠置町・和束町・精華町・

南山城村）・木津川市教育委員会・精華町教育委員会・相

楽東部広域連合教育委員会・京都新聞 

○実行委員会予算：１６５千円 

0 

「お茶の京

都」広域観光

事業推進交

付金 

○主な実施事業 

＜木津川市＞  

・京都府観光客動向調査（浄瑠璃寺） 

・お茶の京都木津川古寺巡礼バス 

交付金額：1,690 千円 

＜笠 置 町＞  

・京都府観光客動向調査（笠置キャンプ場） 

・笠置山パワースポット＆雲海めぐりツアー 

交付金額：187 千円 

＜和 束 町＞ 

・京都府観光客動向調査（和束茶カフェ） 

・茶文化体験や農村体験の実施 

交付金額：288 千円 

＜精 華 町＞ 

・京都府観光客動向調査（けいはんな記念公園） 

・けいはんなモニターツアーやせいか祭り同日開催イベントの

実施 

交付金額：599 千円 

＜南山城村＞ 

・京都府観光客動向調査（道の駅みなみやましろ村） 

・昆虫採集ナイトツアーの実施 

交付金額：236 千円 

3,000 
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ふるさと市

町村圏振興

事業 30 年の

あゆみ作成

等〔新規〕 

ふるさと市町村圏振興事業 30 年のあゆみ作成、組合名称変更に

伴う看板作成等 
1,556 

ふるさと市

町村圏振興

事業基金の

返還 

・ふるさと市町村圏振興事業基金廃止に伴う構成市町村出資金及び京

都府補助金の返還額 

・ 木津川市 354,860 千円 

・ 笠 置 町  39,350 千円 

・ 和 束 町  60,520 千円 

・ 精 華 町 125,780 千円 

・ 南山城村  49,490 千円 

・ 京 都 府  70,000 千円 

・   計   700,000 千円 

700,000 

衛 生 費 休日応急診療費 28,598 

合  計  733,328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　

項　目

市町村名

千円 ％ 千円 千円 千円

354,860 56.3 6,760 1,690 8,450

笠 置 町 39,350 6.2 748 187 935

和 束 町 60,520 9.6 1,152 288 1,440

精 華 町 125,780 20.0 2,396 599 2,995

南山城村 49,490 7.9 944 236 1,180

合　　計 630,000 100.0 12,000 3,000 15,000

木津川市

59

「お茶の京都」広域観光事業推進交付金

　第３次相楽地区ふるさと市町村圏計画  第２章「圏域づくりに向け
た取り組み」  ２．交流と連携を強める基盤づくり　（１）「地域資
源を活かした観光・交流の推進」の「観光ネットワークの形成と情報
発信」に位置付けられている「お茶の京都ＤＭＯによる地域間連携の
推進」の実現に向け、ふるさと基金の運用益を活用し、構成市町村に
対し交付金を交付するものです。
　なお、交付金額の算定は、市町村の出資金の割合で按分するもので
す。

出資金計 比 率
平成３０～

令和３年度

交付金額

令和４年度
交付金額

計



R5.3.31

月日 事　　　業　　　名 主　　催　　団　　体　　名 対応状況

１/１９ 相楽地方学校保健研究大会 相楽地方地方学校保健会
欠席、後援
メッセージ

３/５ 第３０回記念相楽の文化を創るつどい
第３０回記念相楽の文化を創る
つどい実行委員会

後援　（事務局出
席）

１２/２４
「木津川を美しくする会５０周年記念式典～第５
０回ふるさとの水と緑を守るつどい～」

木津川を美しくする会

代表理事、議会議長
出席
（事務局出席）
後援、賞状

１/５～９ 第２５回そうび展 相楽美術協会 後援

１１/２０ 令和４年度相楽地方ＰＴＡ研究大会 相楽地方ＰＴＡ連絡協議会 後援

７/２８ 令和４年度木津川を美しくする会総会 木津川を美しくする会 事務局出席

相楽地方学校保健会総会・安全管理研修会 相楽地方学校保健会

７/１０
７/２４

第３９回相楽郡広域事務組合旗・杯争奪、第９
回郵便局長杯争奪大会、相楽少年軟式野球連
盟夏季大会

相楽少年軟式野球連盟

R4.7.3雨天中
止、7/10延期雨
天中止、7/24閉
会式欠席

６/８ 第７２回社会を明るくする運動相楽地区推進
委員会

６/１８ 第７２回社会を明るくする運動相楽地区大会
第７２回社会を明るくする運動
相楽地区推進委員会

代表理事出席
（事務局出席）

６/９

第７２回社会を明るくする運動
相楽地区推進委員会

代表理事出席
（事務局出席）

欠席
メッセージ

令和４年度 各種団体実績報告

５/１０ 令和４年度相楽地方ＰＴＡ連絡協議会総会 相楽地方ＰＴＡ連絡協議会 中止
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【資料－1】

市町村名

300 66.2 497 69.1 566 63.5 552 68.5 523 733 714 802 312 688 1,278 6,965 69.8

7 1.5 11 1.6 7 0.8 2 0.2 2 5 3 7 1 7 12 64 0.6

22 4.9 21 2.9 16 1.8 19 2.4 25 20 18 24 6 18 18 207 2.1

106 23.4 164 22.8 244 27.4 191 23.7 233 240 240 171 93 176 380 2,238 22.4

3 0.7 3 0.4 16 1.8 9 1.1 5 6 9 5 6 7 10 79 0.8

438 696 849 773 788 1,004 984 1,009 418 896 1,698 9,553 95.7

15 3.3 23 3.2 42 4.7 34 4.1 30 60 52 63 19 29 60 427 4.3

453 100 719 100 891 100 807 100 818 0 1,064 0 1,036 1,072 437 925 1,758 9,980 100.0

内　科 220 48.6 290 40.3 433 48.5 326 40.4 388 47.4 500 47.0 532 51.4 568 53.0 295 67.5 629 68.0 1,204 68.5 5,385 54.0

小児科 233 51.4 429 59.7 458 51.5 481 59.6 430 52.6 564 53.0 504 48.6 504 47.0 142 32.5 296 32.0 554 31.5 4,595 46.0

　※３　人口は、平成２６年３月３１日現在

相楽休日応急診療所受診者数の推移

（単位：人、％）

年度 平成24年度
平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度 平成29年度 令和4年度

（6月～）

木津川市

笠 置 町

和 束 町

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 合　計 割　合

精 華 町

南山城村

小　　計

そ の 他

合　　計

比率

220 290
433

326 388
500 532 568

295

629

1204

233

429 458 481 430
564 504 504

142
296

554

453

719

891
807 818

1,064 1,036 1,072

437

925

1,758

0

200
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800
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1200

1400

1600

1800

2000

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

相楽休日応急診療所受診者数の推移

内科

小児科

計

※平成２４年度

は平成２４年６月

１日～

※令和３年度は

令和３年４月～

令和３年１２月

（人）
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区分

市町村名 R4年度 R3年度 差　引 増減率 R4年度 R3年度 差　引 増減率 R4年度 R3年度 差　引 増減率

木津川市 851 447 404 90.4 427 241 186 77.2 1,278 688 590 85.8

笠 置 町 10 7 3 42.9 2 0 2 0.0 12 7 5 71.4

和 束 町 11 16 △ 5 △ 31.3 7 2 5 250.0 18 18 0 0.0

精 華 町 279 132 147 111.4 101 44 57 129.5 380 176 204 115.9

南山城村 8 5 3 60.0 2 2 0 0.0 10 7 3 42.9

小　計 1,159 607 552 90.9 539 289 250 86.5 1,698 896 802 89.5

そ の 他 45 22 23 104.5 15 7 8 114.3 60 29 31 106.9

合　計 1,204 629 575 91.4 554 296 258 87.2 1,758 925 833 90.1

相楽休日応急診療所受診者数比較表（令和３・４年度）

単位：人、％

内　　科 小 児 科 合　　計
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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

56 67.5 96 70.1 27 58.7 112 66.7 216 74.3 115 69.7 70 79.6 85 73.9 117 73.5 192 73.8 127 82.0 65 24.9 1,278 72.7

0 0.0 2 1.5 1 2.2 0 0.0 4 1.4 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.9 1 0.4 12 0.7

1 1.2 2 1.5 0 0.0 2 1.2 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.5 2 0.8 1 0.6 3 1.2 18 1.0

25 30.1 31 22.6 13 28.3 46 27.4 55 18.9 42 25.5 13 14.8 24 20.9 33 20.8 55 21.2 22 14.2 21 8.1 380 21.6

0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.5 1 0.3 1 0.6 0 0.0 0 0.0 3 1.9 1 0.4 2 1.3 0 0.0 10 0.6

82 98.8 132 96.4 41 89.2 161 95.8 279 95.9 158 95.8 84 95.5 109 94.8 157 98.7 250 96.2 155 100.0 90 34.6 1,698 96.6

1 1.2 4 2.9 1 2.2 6 3.6 8 2.8 7 4.2 3 3.4 2 1.7 0 0.0 3 1.1 0 0.0 0 0.0 35 1.9

0 0.0 1 0.7 2 4.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 3 2.6 1 0.6 1 0.4 0 0.0 1 0.4 10 0.6

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2

0 0.0 0 0.0 2 4.3 1 0.6 0 0.0 0 0.0 1 1.1 1 0.9 1 0.7 6 2.3 0 0.0 0 0.0 12 0.7

1 1.2 5 3.6 5 10.8 7 4.2 12 4.1 7 4.2 4 4.5 6 5.2 2 1.3 10 3.8 0 0.0 1 0.4 60 3.4

83 100.0 137 100.0 46 100.0 168 100.0 291 100.0 165 100.0 88 100.0 115 100.0 159 100.0 260 100.0 155 100.0 91 35.0 1,758 100.0

内　科 48 57.8 95 69.3 28 60.9 114 67.9 213 73.2 102 61.8 48 54.5 82 71.3 121 76.1 204 78.5 93 60.0 56 21.5 1,204 68.5

小児科 35 42.2 42 30.7 18 39.1 54 32.1 78 26.8 63 38.2 40 45.5 33 28.7 38 23.9 56 21.5 62 40.0 35 13.5 554 31.5

 

通常 5 日 8 日 4 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 8 日 6 日 5 日 72 日
発熱外来 0 日 0 日 0 日 1 日 3 日 2 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 6 日

計 5 日 8 日 4 日 7 日 9 日 8 日 6 日 6 日 6 日 8 日 6 日 5 日 78 日

16.6 人 17.1 人 11.5 人 24.0 人 32.3 人 20.6 人 14.7 人 19.2 人 26.5 人 32.5 人 25.8 人 18.2 人 22.5 人

令和４年度相楽休日応急診療所受診状況表＜通常＋発熱外来＞

単位：人、％

年月

R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10

市町村名

木津川市

R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3 合　計

奈良県内

三重県内

そ の 他

小　計

合　計

比率

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

小　計

京都府内

 

診
療
日
数

１日当たり
の受診者数
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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

28 58.3 65 68.3 13 46.4 76 66.7 152 71.4 65 63.7 39 81.2 61 74.4 91 75.2 147 72.0 75 80.7 39 69.6 851 70.7

0 0.0 2 2.1 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.2 1 1.8 10 0.8

1 2.1 1 1.1 0 0.0 2 1.8 3 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.5 1 1.1 1 1.8 11 0.9

18 37.5 21 22.1 10 35.7 29 25.4 45 21.1 31 30.4 7 14.6 18 22.0 26 21.5 47 23.0 13 13.9 14 25.0 279 23.2

0 0.0 1 1.1 0 0.0 1 0.9 1 0.5 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 1.7 1 0.5 1 1.1 0 0.0 8 0.7

47 97.9 90 94.7 23 82.1 108 94.7 204 95.8 97 95.1 47 97.9 79 96.4 120 99.2 196 96.0 93 100.0 55 98.2 1,159 96.3

1 2.1 4 4.2 1 3.7 6 5.3 6 2.8 5 0.0 1 2.1 1 1.2 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 28 2.3

0 0.0 1 1.1 2 7.1 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 2 2.4 1 0.8 1 0.5 0 0.0 1 1.8 9 0.7

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.2

0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0 0.0 0 0.0 6 0.5

1 2.1 5 5.3 5 17.9 6 5.3 9 4.2 5 4.9 1 2.1 3 3.6 1 0.8 8 4.0 0 0.0 1 1.8 45 3.7

48 100.0 95 100.0 28 100.0 114 100.0 213 100.0 102 100.0 48 100.0 82 100.0 121 100.0 204 100.0 93 100.0 56 100.0 1,204 100.0

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

28 80.0 31 73.8 14 77.7 36 66.7 64 82.0 50 79.4 31 77.5 24 72.8 26 68.5 45 80.3 52 83.9 26 74.3 427 77.0

0 0.0 0 0.0 1 5.6 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.4

0 0.0 1 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7.9 1 1.8 0 0.0 2 5.7 7 1.3

7 20.0 10 23.8 3 16.7 17 31.5 10 12.8 11 17.5 6 15.0 6 18.2 7 18.4 8 14.3 9 14.5 7 20.0 101 18.2

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.6 0 0.0 1 1.6 0 0.0 2 0.4

35 100.0 42 100.0 18 100.0 53 98.1 75 96.1 61 96.8 37 92.5 30 91.0 37 97.4 54 96.4 62 100.0 35 100.0 539 97.3

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.6 2 3.2 2 5.0 1 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.2

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 1 2.5 1 3.0 1 2.6 2 3.6 0 0.0 0 0.0 6 1.1

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 3 3.9 2 3.2 3 7.5 3 9.0 1 2.6 2 3.6 0 0.0 0 0.0 15 2.7

35 100.0 42 100.0 18 100.0 54 100.0 78 100.0 63 100.0 40 100.0 33 100.0 38 100.0 56 100.0 62 100.0 35 100.0 554 100.0

1
令和４年度相楽休日応急診療所受診状況表（内科）＜通常＋発熱外来＞

R4.12 R5.1 R5.2 R5.3 合　計

市町村名

単位：人、％

年月
R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10 R4.11

京都府内

奈良県内

三重県内

そ の 他

小　計

合　計

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

小　計

 

令和４年度相楽休日応急診療所受診状況表（小児科）＜通常＋発熱外来＞

単位：人、％

年月
R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R5.3 合　計R5.2

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

R4.9 R4.10 R4.11 R4.12 R5.1

そ の 他

小　計

合　計

精 華 町

南山城村

小　計

京都府内

奈良県内

三重県内
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診療
日数

呼吸器
感染症

呼吸器
疾  患

消化器
感染症

消化器
疾  患

循環器
疾　患

皮膚科 外傷 泌尿器 伝染性
ウイルス

その他 合　計

４月 5 43 1 1 0 0 2 0 0 36 0 83

５月 8 85 0 2 1 0 2 0 0 45 2 137

６月 4 30 0 3 0 1 2 0 0 10 0 46

７月 7 49 0 2 0 0 3 0 0 110 4 168

８月 9 62 0 10 0 0 0 0 1 218 0 291

９月 8 59 0 3 0 0 0 0 4 96 3 165

１０月 6 55 0 1 0 0 1 0 0 31 0 88

１１月 6 43 0 0 0 0 2 0 1 68 1 115

１２月 6 35 0 5 0 0 1 0 1 110 7 159

１月 8 55 0 3 0 0 4 0 1 180 17 260

２月 6 55 0 8 0 0 1 0 1 89 1 155

３月 5 44 0 6 1 1 5 0 0 31 3 91

合計 78 615 1 44 2 2 23 0 9 1,024 38 1,758

割合 － 35.0% 0.1% 2.5% 0.1% 0.1% 1.3% 0.0% 0.5% 58.2% 2.2% 100.0%

新型コロナ疑い 胃腸炎 高血圧症 蕁麻疹 切創 膀胱炎 新型コロナ 結膜炎・包皮炎

かぜ・気管支炎 腸炎 不整脈 皮膚炎 挫創 尿管結石 インフルエンザ 眩暈・投薬のみ

※診療日数：７８日（通常７２日、発熱外来６日）

令和４年度相楽休日応急診療所疾患別患者数＜通常＋発熱外来＞

Ｈ25.11.11作成

病気の内容 喘息 胃潰瘍
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◎受診者数　 1,758 人（うち二次転送6人（内科4人（うち入院2人）、小児科2人（うち入院０人））

◎電話受付数 2,595 人

＜内　訳＞

割　合(％)

１　受　　　診 1,758 68%

２　未　受　診 60 2%

３　他機関紹介 176 7%

４　問い合わせ 5 0%

５　不　　　明 1 0%

６　予約人数超 595 23%

2,595 100%

＜２　未受診の内訳＞

割　合(％)

1 連絡なし 23 39%

2 他機関受診 17 28%

3 その他 20 33%

60 100%

＜３　他機関紹介の内訳＞

消防本部
（病院紹介）

小児科 74 0 0 1 17 92

内科 13 0 4 18 35

点滴 4 0 2 0 6

検査 4 0 0 0 4

注射 0 0 0 0 0

眼科 0 0 1 0 1

耳鼻咽喉科 0 0 0 2 2

外科 11 0 2 2 15

整形外科 0 1 2 0 3

歯科 0 0 0 1 1

皮膚科 0 0 2 1 3

泌尿科 0 0 1 0 1

口腔外科 0 0 0 0 0
腰の痛み・悪寒・吐き気・残尿
感 1 0 0 0 1
耳の奥の痛み、水泡が沢山
でできた 1 0 0 0 1

1才児ベッドから転落頭に赤い線 1 0 0 0 1
飲み込みできず食事水分取れて
いない 1 0 0 0 1

蜂刺され 0 0 1 0 1

７５才腹痛便秘 1 0 0 0 1
コロナ陽性（7/7）後、
左肋骨痛と腫眼 0 1 0 0 1

背中の激痛 1 0 1 0 2
コロナ陽性（12/30）呼
吸が苦しい 0 0 0 1 1

変な咳が出る 0 0 0 1 1
小児嘔吐が続き息苦しそ
う 1 0 0 0 1

5 0 0 0 1 1

113 0 2 17 44 176

3

備　　　　考

電
話
受
付
結
果

学研都市病院

　

小　計

合　　　計

合　　　計

　　　　　　　　　　　　紹 介 先　

令和４年度相楽休日応急診療所電話受付分析結果＜通常＋発熱外来＞
（令和４年４月～令和５年３月）

　 人　数 備　　　　考

2

京都山城総合
医療センター

その他・不明

人　数

66

    理　　由　　　　　　　　　　　

4

その他

合　　　計

1

症状等によるも
の（救急、重篤
等）

受診科目に
よるもの

設備等によるも
の

年齢によるもの
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○相楽広域行政組合規約 

昭和５６年 ８月 １日規約第１号  改正 平成 ４年１１月３０日規約第１号 

改正 平成１６年 ４月 １日規約第１号  改正 平成１９年 １月２６日規約第１号 

改正 平成１９年１０月２２日規約第２号  改正 平成２１年１０月１６日規約第１号 

改正 平成２３年１０月１１日規約第１号  改正 令和 ４年１０月１９日規約第１号 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、相楽広域行政組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、木津川市・笠置町・和束町・精華町及び南山城村（以下「関係市町村」という。）をも 

って組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

 (1) 関係市町村の連絡調整に関する事務 

(2) 相楽会館施設の設置及び管理運営に関する事務 

 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。） 

に基づく一般廃棄物のうち、し尿処理施設の設置及び管理運営並びに経営の業務及びし尿処理に関 

する事務 

(4) 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化槽清掃業及び廃棄物処理 

法第７条第１項の規定による一般廃棄物処理業（浄化槽汚泥の収集及び運搬を行う浄化槽清掃業の 

許可を有する者に限る。）の許可に関する事務 

(5) 消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１０条第２項の規定に基づく消費生活センターの設 

置及び管理運営に関する事務 

(6) 相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する事務 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、京都府木津川市木津上戸１５番地 相楽会館内に置く。 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は１４人とし、その選出区分は、次のと 

おりとする。 

 木津川市   ５人 

 笠置町    ２人 

 和束町    ２人 

 精華町    ３人 

 南山城村   ２人 

２ 組合議員は、関係市町村の議会において議員の中から選挙する。 

３ 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補

欠選挙を行わなければならない。 

（組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。 

（議会の議長及び副議長） 

第７条 組合の議会に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。 

３ 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。 
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（理事会） 

第８条 組合に理事会を置く。 

２ 理事は、関係市町村の長をもって充てる。 

３ 理事会に代表理事１人を置く。 

４ 代表理事は、理事が互選する。 

５ 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 

６ 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

 （会計管理者） 

第９条 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、代表理事の属する市町村の会計管理者の職にある者をもって充てる。 

 （監査委員） 

第１０条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し 

優れた識見を有する者（以下「識見を有する者」という。）及び組合の議会の議員のうちから選任する。 

この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は１人とする。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては４年とし、議員のうちから選任される者にあっては 

議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 （事務局） 

第１１条 組合に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長その他の職員は、理事会で任免する。 

４ 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。 

５ 第３条第１号に関する事務処理をするため幹事会を置く。 

 （経費の支弁の方法） 

第１２条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の分担金、その他の収入をもって 

充てる。 

２ 前項の分担金の総額及び関係市町村に分賦する額は、理事会が組合議会の議決を経て定める。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ 組合は、京都府知事の許可のあった日の前日をもって廃止する相楽地区広域市町村圏協議会並び 

に同日をもって解散する相楽郡町村事務組合及び相楽郡衛生管理組合の事務を承継する。 

  附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の相楽郡 

広域事務組合規約第８条第２項の規定により選任された監査委員とみなす。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

  附 則 

１ この規約は、平成１９年３月１２日から施行する。 

２ 平成１８年度の木津川市に係る分担金は、この規約による改正後の相楽郡広域事務組合規約第１ 

２条第２項の規定にかかわらず、分賦しないこととし、平成１８年度中に山城町、木津町及び加茂 

町に対して分賦した分担金を、木津川市に分賦した分担金とみなす。 

３ この規約による改正前の相楽郡広域事務組合規約第１１条第３項の規定による山城町、木津町及
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び加茂町の出資金の額は木津川市が承継する。 

   

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ この規約の施行の際、現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例によ 

り在職するものとする。 

附 則 

この規約は、平成２２年３月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 



組合等の名称変更のお知らせ 
 

相楽郡広域事務組合では、令和５年４月１日から、組合名を「相楽広域行政組合」に変更しま

した。 

また、本組合が管理運営する大谷処理場（し尿処理施設）についても、令和５年４月１日から、

施設名を「そうらく衛生センター」に変更しましたので、お知らせいたします。 
 

 

 

旧名称 令和５年３月31日まで 相楽郡広域事務組合 
相楽郡広域事務組合 

大谷処理場 

 

 

 

 

 

新名称 令和５年４月１日から 相楽広域行政組合 
相楽広域行政組合 

そうらく衛生センター 

 

 

 

●問合せ 相楽広域行政組合事務局 ☎0774-72-0421 

※所在地、電話番号などの変更はありません。 

※相楽広域行政組合は、木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村で構成する一部事務組

合です。 
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平成２６年９月１０日修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付近、名古屋市付近、奈良市付近を主な経過地として、終点である大阪市まで走行する超電導磁気浮

上式リニアモーターカーによって結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付近、名古屋市付近、奈良市付近を主な経過地として、終点である大阪市まで走行する超電導磁気浮

上式リニアモーターカーによって結
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